
平成３０年 第９１回（定例）新 温 泉 町 議 会 会 議 録（第４日）

平成３０年１２月１７日（月曜日）

議事日程（第４号）

平成３０年１２月１７日 午前９時開議

日程第１ 諸報告

日程第２ 議案第７４号 美方郡広域事務組合規約の変更について

日程第３ 議案第７５号 美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡について

日程第４ 議案第７６号 新温泉町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の特例に関する条例の制定について

日程第５ 議案第７８号 新温泉町福祉医療費助成条例の一部改正について

日程第６ 議案第７９号 新温泉町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第７ 議案第８０号 損害賠償の額の決定について

日程第８ 議案第８１号 平成３０年度新温泉町一般会計補正予算（第５号）について

日程第９ 議案第８２号 平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）について

日程第１０ 議案第８３号 平成３０年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について

日程第１１ 議案第８４号 平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて

日程第１２ 議案第８５号 平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予

算（第３号）について

日程第１３ 議案第８６号 平成３０年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予

算（第３号）について

日程第１４ 議案第８７号 平成３０年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第２号）に

ついて

日程第１５ 議案第８８号 平成３０年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について

日程第１６ 議案第８９号 平成３０年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第３号）に

ついて

本日の会議に付した事件

日程第１ 諸報告

日程第２ 議案第７４号 美方郡広域事務組合規約の変更について

日程第３ 議案第７５号 美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡について

日程第４ 議案第７６号 新温泉町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

－１－



の特例に関する条例の制定について

日程第５ 議案第７８号 新温泉町福祉医療費助成条例の一部改正について

日程第６ 議案第７９号 新温泉町過疎地域自立促進計画の変更について

日程第７ 議案第８０号 損害賠償の額の決定について

日程第８ 議案第８１号 平成３０年度新温泉町一般会計補正予算（第５号）について

日程第９ 議案第８２号 平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）について

日程第１０ 議案第８３号 平成３０年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について

日程第１１ 議案第８４号 平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて

日程第１２ 議案第８５号 平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予

算（第３号）について

日程第１３ 議案第８６号 平成３０年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予

算（第３号）について

日程第１４ 議案第８７号 平成３０年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第２号）に

ついて

日程第１５ 議案第８８号 平成３０年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について

日程第１６ 議案第８９号 平成３０年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第３号）に

ついて

出席議員（１６名）

１番 池 田 宜 広君 ２番 太 田 昭 宏君

３番 岩 本 修 作君 ４番 阪 本 晴 良君

５番 森 田 善 幸君 ６番 中 井 次 郎君

７番 重 本 静 男君 ８番 小 林 俊 之君

９番 谷 口 功君 １０番 宮 本 泰 男君

１１番 河 越 忠 志君 １２番 浜 田 直 子君

１３番 平 澤 剛 太君 １４番 竹 内 敬一郎君

１５番 中 村 茂君 １６番 中 井 勝君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

－２－



事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 中 井 勇 人君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 田 中 孝 幸君

温泉総合支所長 太 田 信 明君 牧場公園園長 池 内 俊 久君

総務課長 仲 村 秀 幸君 企画課長 井 上 弘君

税務課長 長谷阪 治君 町民課長 谷 田 善 明君

健康福祉課長 森 本 彰 人君 商工観光課長 岩 垣 廣 一君

農林水産課長 松 岡 清 和君 建設課長 山 本 輝 之君

上下水道課長 北 村 誠君 町参事 土 江 克 彦君

浜坂病院事務長 吉 野 松 樹君 会計管理者 中 村 光 春君

こども教育課長 西 村 徹君 生涯教育課長 川 夏 晴 夫君

調整担当 小 谷 豊君 代表監査委員 川  雅 洋君

午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。第９１回新温泉町議会定例会４

日目の会議を開催するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位には、御多用のところ御参集賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、本日は、休会中に各常任委員会が開かれ、それぞれ所管事務調査が行われまし

たので、その結果の報告、提出議案であります条例の制定及び改正、補正予算などを中

心に議事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結

論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） おはようございます。定例会第４日目の開会に当たりまして、

一言御挨拶申し上げます。

休会中にはそれぞれの委員会におきまして、課題及び懸案事項への御指導を賜り、厚

く御礼を申し上げます。

本日の定例会では、条例案２件、事件案４件、補正予算案９件につきまして御審議を

お願いいたしたく存じます。

議員各位におかれましては、慎重審議を賜りますよう、お願い申し上げまして、開会

の御挨拶とさせていただきます。

なお、ゆめっこ認定こども園の感染性胃腸炎について、こども教育課長が現状を御報

告いたします。よろしくお願いいたします。
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○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前９時０２分休憩

午前９時０２分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、第９１回新温泉町議

会定例会４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る１２月７日の会議以来、それぞれの会合に出席をしていますが、別紙の議会対外

的活動報告を見ていただくことで省略をいたします。

次に、１２月１４日、町長から議案第７７号、新温泉町行政組織条例の一部改正につ

いてを撤回する申し出がありました。この撤回の申し出につきましては、本日開催され

ました議会運営委員会に諮り、会議規則第２０条第１項ただし書きの規定により、議長

が許可いたしました。したがって、議案第７７号は欠番となります。

次に、休会中の所管事務調査として、各常任委員会が開催されておりますので、その

状況をそれぞれ委員長から報告をお願いいたします。

初めに、総務教育常任委員会が１２月１３日に開かれておりますので、委員長から報

告をお願いいたします。

中村委員長。

○総務教育常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、１２月１３日開催いたしまし

た総務教育常任委員会の報告を行いたいと思います。

１２月１３日、税務課、こども教育課、生涯学習課、企画課、総務課、議会事務局、

６課の所管事務調査を行いました。各課とも質疑等のあった事案を中心に報告したいと

思います。

まず、こども教育課であります。報告事項は１２件ありました。冒頭にゆめっこ認定

こども園の胃腸炎の現状報告がありました。委員の意見の中では、発生時の対応マニュ

アルの整備や検査費用の負担など研究してほしいと、そんな意見があったとこでありま

す。

また、工事発注状況の中で、トイレが完全に洋式化している学校があるということが

ありました。そういう中で和式の要望がないのかというようなことがありました。完全

洋式化は西小がなってるようでありますし、特に和式の要望がないということがありま

した。
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また、給食の牛乳パックの回収というか、処理が必要になったということがありまし

た。現在のところ、回収は作業所で考えているようであります。作業に伴う経費につい

ては出すべきだと、そういうことがありまして、作業所の場所は二日市でありますし、

多機能型作業所ということであります。経費の負担は考えていきたいということであり

ました。

また、子ども議会のアンケート結果で、当局側の居眠り、携帯音が鳴る、いじるなど、

指摘が子ども議会の議員からアンケートであったようでありますが、どうしたのかとい

うこと。また、子ども議会自体の波及効果を考える等、中学生全体に周知するようなこ

とが必要ではないかということがありました。管理職会議にはそのまま報告しておりま

すということであります。また、指摘内容については、一々確認はしてないと。また、

効果の部分では、結果のＤＶＤは各学校に配付してると、効果を高めたいということで

ありました。

また、学校内の事故でけがの重傷が８件ほどあるということ。これについての内容で

すが、主には中学校の部活ということであったようであります。

また、不登校が２件伸びているが、対応はということに対しては、不登校の理由が多

様化、重層化している現実があると。対策は教師、担任のみならず、チーム学校で対応

していると、そんな内容でありました。

また、浜坂北小の道路買収で、グラウンド利用とか運動会とか支障がないのかという

ことがありました。また、道路買収に伴う駐車場の用地確保なりに工夫すべきではない

かということの意見がありました。運動会やトラック利用には問題がないということで

あります。ただ、駐車場を含めて、用地を確保すべく検討、協議したいと、そういう方

向であります。

また、児童生徒数で、東小が複式の対象で工夫してるということを聞いていると。工

夫の内容はということでありまして、対象は４、５年生で、専科の職員を配置して、複

式を解消している。ただ、来年は新入学１年生が複式になる予定であると。単費を投じ

てでも複式の解消に努めると、そんな意見があったようであります。

また、継続課題であります。認定こども園に関する教育委員会での協議経過について、

また、浜坂認定こども園整備検討委員会の協議経過について報告がありました。主な質

疑の部分では、認定こども園の９月からの動きで、教育委員会の結論が出ていると思っ

ていたが、保護者対象に現在地改築のアンケートをとったようなことはあったのかとい

う質問がありました。結論ありきではなく、個々の問題や課題の議論を進めております

と、地域の声の把握もしたいと、そういう答弁でありました。また、１１月２８日、検

討委員会は５名の欠席があったようであります。意見把握はできているのか。また、全

体スケジュールが１月の用地取得の時期に入ってると、そういうことがありました。大

丈夫かということ。委員会の招集については、やや無理があった、日程、若干無理があ

ったようでありまして、５名の欠席になってしまったということであります。１月中に
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議論をして、まとめていきたいと、そういうふうなありました。もちろん新年度予算の

対応するためであります。また、教育委員会なり、検討委員会の各議論の結果を受けて、

どこが最終決定を行うのかと。答弁は、地域の声を含め、議論が整った段階で町長が決

定することになる。また、地域の声をとるとあるが、教育委員会、検討委員会、どちら

の作業になるのかと。また、教育委員会の議論中に、地域やふるさとの表現があると。

どこを指すのか。また、明星認定こども園のことも検討の中に入れるべきではないかと

いうこと。地域の声は教育委員会の責任分野であります。教育委員会が地域の声を吸い

上げると、そういうことであります。ふるさとについては、町全体と捉えてると。明星

も同率でとられておるということでありました。用地の条件には１００％はあり得ない

だろうと、対策を講じながら立地を検討したいと、そういうことでありました。また、

候補地の選定で最も重要なのは、災害に強いことではないかと。公共施設は避難者を受

け入れる場所でもあるという意見がありまして、もっともな御意見であり、議論を深め

たい、これは町長の答弁でありました。詳細については委員会資料を御清覧ください。

規則、要綱の改正が２件ほどありました。新温泉町子どものための教育・保育に関す

る利用負担額を定める条例施行規則の一部改正でありますが、所得割算定での未婚のひ

とり親が婚姻を前提とする寡婦と同一の寡婦控除が算定されるようにするものでありま

す。町民税の所得割の算定におけることでの、ひとり親に対する改善であります。

また、新温泉町保育料軽減実施要綱の一部改正でありますが、第２子、第３子以降の

保育料の軽減額を０００円引き上げるものであります。対象者は２９年度で７１名あ

りました。３０年度では６０名という説明でありました。詳細については委員会資料を

御清覧ください。

協議事項につきましては、今定例会に提出されている議案第８１号、一般会計補正予

算（第５号）、また（第６号）の２件でありました。

一般会計補正予算（第５号）で、児童措置費の扶助費増の質問がありました。これに

つきましては、当初３名が現在９名に増加していると、そういう内容での補正であると。

また付随して、年明けにこども園の利用意向調査を行う、来年から３歳児以降無料化と

か、無償化とか、またゼロから３歳までの経費負担が変わってきますので、それらを含

めての利用意向調査を行いたい、そういうことであります。

次、生涯学習課であります。報告事項１１件でありました。体育施設の利用でＢＧの

艇庫の利用期間は。また、岩美町のなぎさ交流館のようにできないかということであり

ました。利用期間については、５月から１０月の利用期間ですが、実質は９月上旬にな

ってるということであります。また、加入教室なども取り組んでいきたいと。スタッフ

がちょっとふえたこともあって、そういうことも取り組んでいきたいということであり

ました。指定文化財になったら案内板を立てるのかということ。宇野雪村賞に鳥取の参

加がないが、なぜか。北前船の案内板とあわせて、解説看板を設置するということであ

ります。また、書道会の流派があって、鳥取県には前衛書の流派がないことが応募のな
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い原因だということでありました。北前船の取り組み成果を次につなげるため、来訪者

の実績を集めるようなことをすべきだと。また、夢ホールに公共トイレを復活してほし

い。これに対して、北前船関係の町主催事業についてはカウントができますが、民間は

わからないとありました。集約できるようにしたいと。また、夢ホールの公共トイレに

ついては検討したいということであります。夢ホール耐震診断の県の評価を受けないと

の答弁があったが、なぜ受けないのか。また、耐震計画、設計の点検が必要であるとい

うことに対して、学校施設には耐震化事業においての評価が義務づけになっておると。

同ホールについては義務づけではないということ。また、今回は中間報告でありますの

で、新年度予算段階で詳細を出すようにしてるということであります。その他詳細につ

いては、委員会資料を御清覧ください。

協議事項につきましては、今定例会に提出されております議案第８１号、一般会計補

正予算（第５号）と９３号、一般会計補正予算（第６号）、２件でありましたが、いず

れも委員会として了承したものでございます。

次、税務課であります。報告事項は１件でありました。内容は、平成３０年度町税等

徴収実績についてであります。順調な収納状況と判断いたしました。申告相談の体制に

ついて質問がありました。限られた人員をフル活用してると。また、支所においては、

支所職員を全員で応援での対応としてると。期間が限定されますので、集中的に職員を

配置してやりたいと、そんな答弁でありました。詳細については委員会資料を御清覧く

ださい。協議事項は、今定例会に提出される補正予算（第５号）、（第６号）でありま

すが、いずれも委員会として了承いたしました。

次に企画課であります。報告事項は７件ありました。ケーブルテレビで放送大学の動

画が見にくいという声がある。また、乗り合いタクシーが無理のようだが、どうするの

か。ゆめぐりエクスプレスの接続のその後はどうなっているか。これにつきましては、

インターネットサービスを提供しておる責任上、現在の上位回線と１００メガ契約をし

ておるやつの速度を上げるなり、そういう対策は考えていきたい。町民タクシーの拡充

は検討するということ。ゆめぐりエクスプレスは継続して日交なりと交渉しているとこ

であると。公共交通で大イベント、例えば牛まつりとか、そういうときはバスを通常運

行すべきではないかと。平日ダイヤですね。また、乗り合いタクシーはもっと研究すべ

きであるし、場合によってはＵＤタクシー、黄色いやつがよく走ってますよね、ああい

うタクシーの導入補助というようなことも考えるべきではないかと、そういう質問があ

りました。選挙のときは休日でも通常ダイヤで運行していることがあります。バスを１

日動かすと４０万必要だということであります。検討していきたい。また、町内のタク

シーは全体で１２台、民間のタクシー１２台あるようであります。運転手も限界で、難

しい状況があるという現実があるようであります。

町広報を１回にするとの方向であるが区長便の回数はどうなるのか。また、ホームペ

ージの充実はよいことだが、簡単にできる、早期にできることはやるべきだ。特にフェ
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イスブックとか、そういう部分の改善要望が出ておりました。それを指しておりますが、

フェイスブックによりアクセス件数が変化したのかということ。風力発電のその後の動

きはないかということ。それに対して、区長便は総務課の判断であり、これから調整さ

れると思うということが出ておりました。ホームページのアクセス件数は変わらない。

風力発電は町なり議会なり提出した意見書の対応を求めているとこであると。現在の協

力隊は男性が主だが、女性の応募はないのか。次年度の募集では女性１名の応募がある。

性別、年齢制限は設けていないということであります。また、モニターツアーが行われ

ておるという報告がありました。参加者での町の印象はどういうふうなことであったの

かということ。

また、温泉スタンドの設置場所について。また、以前、温泉ミストの販売があった、

参考にされたい。玉造温泉が温泉活用で化粧品に取り組んでいる、調査したかと。それ

に対して、モニターツアーの結果で、夢千代館がインスタグラムで印象的なスポットに

なり得ると。また、町の照明や湯煙の活用に提言があったようであります。温泉スタン

ドについては、薬師湯の前に小規模、ポリタンク方式で考えているということでありま

した。玉造温泉は調査していると。泉質も似ており、コンサルも活用しながら進めてい

きたい。

また、広報誌の発行やホームページの充実が資料として出ておりますが、ケーブルテ

レビも含めて、町内、町外は無論、総合的な情報発信を考えるべき。交通政策も多く要

望があるが、利用者の視点で対策を講じるべき。温泉天国の推進はよいが、既存の商工

観光課とのすみ分けを図り、仕事が円滑に進むようにすべき。また、全体数値目標を持

って進めてほしいという、要望というか、意見がありました。また、その中で、以前の

アンケートでは、広報誌のウエートが高いと承知してると。町内の情報提供の部分で広

報誌のウエートが高いということでありますが、区長会などで意見聴取も行っていきた

いと。情報提供のあり方は、トータルとして考えていきたいということであります。温

泉活用も多くの事業を上げているが、総合計画の分野ごとに整理し、ＫＰＩ、目的を持

って進めていきたいということであります。風力発電に伴う説明会は、集落以外にも、

温泉地域、浜坂地域での説明会を依頼しているとこであると、そういうことでありまし

た。町長が発言されました。一歩ずつ見直しを図りながら進めていきたい。健康で長生

きできる温泉天国、現在平均寿命が県下２２位、この町ですが、１位を目指していきた

い、観光入り込み客は５割アップを目指していきたい、このようなやりとりがあったと

こであります。詳細については、委員会資料を御清覧ください。

協議事項については、議案第７９号、新温泉町過疎地域自立促進計画の変更について、

また、議案第８１号、補正予算（第６号）の３件でありました。主な質問では、過疎計

画の変更において、今回の変更の事業費は幾らかと。既に予算化されている事業がある

が、見直しの時期は今でよいのかに対して、事業費は予算ベースで１億６００万円と

いうふうになるようであります。本年４月から、軽微な変更であれば、議会の議決後に
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書類送付で可能になったということであります。いずれも委員会として了承いたしまし

た。

次、総務課であります。報告事項は３件ありました。新温泉町財政計画についての部

分ですが、主な意見で、財政計画で人口が減った影響はどこに出ているのか、会計任用

職員の制度化に伴う経費は反映されているのか、厳しい状況での工夫はどこにというこ

とでありました。端的に人口減少で地方交付税が落ちている、会計年度任用職員は労働

基準法における格差解消に端を発したもので、臨時職員や嘱託職員の処遇改善、任用の

明確化で制度化されたものであります。平成３２年度から制度実施となり、当然計画に

反映してると、そういうふうな内容です。また、職員の懲戒処分についてがありました。

職員の飲酒事故に伴う処分であります。詳細については委員会資料を御清覧ください。

協議事項につきましては、今定例会に提出されます議案第７６号、７７号、８１号及

び人事院勧告に伴う追加議案９０号、９１号、９２号、９３号の合計７件でありました。

議案第７６号、新温泉町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特

例に関する条例の制定については、職員の飲酒事故に伴う監督責任でありました。町長、

副町長の１月の給与を１割減額するものであります。

また、議案第７７号、新温泉町行政組織条例の一部改正については、温泉天国施策の

実施に伴い、課の名称及び所掌事務を改正するものであります。この議案については多

くの議論があったとこであります。冒頭に町長が、９月では２課の新設を申し上げまし

たが、少ない人員で困難であると。企画課と町民課に室を設けることで、課全体の職員

の結集で目的が推進できると思い、推進方法を変えたということ。事前に意見を求める

ことができなかったことをおわび申し上げますという冒頭のお話でありました。

主な質疑では、９月に２課新設の提案が室にトーンダウンしていると。議運でも当局

の意見がばらばらで煮詰まっていない、事務分掌を含め、変更の経過はということの質

問がありました。課の設置は直前まで議論し、現在のプランになっておると。町民のた

め、行政推進のためにも効果がある。湯財産区の理解をいただくためにも移管したとい

うこと。経過で、課から室への変更は、法制審査会を１１月１９日、２２日、最終確認

を１１月２７、議運が１１月２９日という流れの中で、現在のプランになったというこ

とであります。

また、湯財産区には事前に伝えたのか、その反応はという質問でしたが、不十分かも

しれないが、担当が内容を伝えたと、反応は承知してない。また、町民センター、総合

支所は誰が管理するのか、不明瞭であるという質問では、支所長が管理する、運用部分

を教育委員会に補助執行を移譲する。組織を変えても職員が仕事をする、職員の意識改

革が重要であると。現行の中で目的達成はできなかったのかということの質問に対して、

室長、管理職ですが、置くことで対外的な取り組みが推進できる、権限と責任を与える

ことで意識も変わる、体制強化も図れるという答弁でありました。今回の内容は支所の

捉え方に問題がある。支所の権限が本庁に移管、出張所でもよいとの意見もあったと。
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支所の権限低下を町民が求めているのか。区長会からは毎年支所充実の要望が出ておる。

正面から支所のあり方を議論されておればよいが、準備ができていない。財産区や区長

会など、事前の調整や内部協議が調っていないことが見受けられるということで、町全

体のレベルアップが必要という現実がある。狭い組織論を脱皮し、活性化すべき。これ

は充実のために行うものである、そういう答弁でありました。

改革に向けての努力は評価する、今の議論を聞くと、議会との協議や関係する組織や

団体との協議が不足している感じがする、熟度が足らない、こんな提案では議論になら

ない、一考して再提案されることもあるのでは、柔軟な対応を求めたいという意見もあ

ったとこであります。

長い時間の議論の結果、採決の結果ですが、可否同数となりました。委員長は否とい

たしました。その他、議案第７７号を除く６議案については、異議なく了承したとこで

あります。

次に議会事務局であります。報告事項はありません。協議事項については、今回の補

正予算２件でありました。いずれも委員会として了承いたしました。

閉会中の継続審査につきましては、議長に申し出ることといたしました。

長くなりましたが、総務教育常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 総務教育常任委員長の報告は終わりました。

委員長報告のうち、協議事項について質疑があればお願いいたします。

６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） ７７号の組織の見直し、行政条例の一部改正について、

議論はあった内容は若干ありましたけども、具体的に湯財産区をどうせいと言っとるわ

けですか、議論の中では。以前は総務課の管財係に所属をしてました。そのうちに支所

に属するという形になったんですけども、具体的に問題ありと、今回の改革で。その方

は何と言っておられるんですか。どうしたら、納得いくと。それから、もう一つ、支所

のあり方に問題が、議論になったようでありますけども、具体的にこれも支所をどうす

ればいいとか、そういう議論があったんですか。そこら辺、ちょっと答えてください。

○議長（中井 勝君） 中村委員長。

○総務教育常任委員会委員長（中村 茂君） ２件の質問をいただいたとこであります。

１点目の、湯財産区をどうしたいという意見があったかということでありますが、具

体的にどこに張りつけとか、そんな意見はありませんでした。ただ、これだけ重要な湯

財産区っていうのを、前の岡本町政のときに、従来、湯区の中で財産区が運営されてた

と。それを財産区の業務は行政がするという大原則の中で、法律の、町に移管してきた

部分があります。それだけ重要なとり方ですけど、僕はとっても重要な内容だと思って

ますので。だから、異議の中も、どうせいこうせいっていうまでに、どうしたいんだっ

たらどうせいよと。要は議論が不足してる、当事者たちはどう考えてるかっていうこと

もちゃんと調査すべきだと。当日は湯財産区の方４名ほど傍聴に来ておられました。だ
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から、要は合意というか、意思疎通がちゃんとできてるかどうかということを疑問視し

たとこであります。

もう１点は……（「支所のあり方」と呼ぶ者あり）支所の権限であります。一つ一つ

とりたてて議論はしておりません。ただ、今回の条例に、隠れてるって言ったら変です

けど、いろんな規定、規則を見る中で、元来支所が持ってきた仕事が、本庁の組織に移

管になってる。ただし、仕事は支所でする。ちょっと変則的な持ち方なんですが、それ

も、これだけ毎年ずっと区長会から支所の充実を求める要望がずっと出ておって、そう

いう中で支所の権限なりを切り崩していくいうように見える、この内容は。だから、そ

ういう部分では、さっきの財産区ではないんですが、ちゃんとそういう部分の合意づく

りもすべきじゃないかと、そういうところではないかということと、やっぱり手をつけ

るんだったら、ちゃんと支所をどうするかということの議論も持ってして判断すべきと

いうことだったように思います。だから、こうせい、こうせいじゃなくて、そうしたい

んだったら、その辺の手続をちゃんと踏んだほうがええだ。そのほうがみんながようわ

かる、特に町民がね。だから、そういうことが議論の中心だったように思います。以上。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） これ否決をされた、撤回をするということになったんで

すけどね、具体的にどうせいっていう、はっきりは議員の側からもなくて、当局にお任

せだと。当局で団体やら財産区なり、それから区長会と話をして、その内容を参考にし

ながらやれという話なんですか、結局は。これも何か議会の議論としては、組織ってい

うのはやっぱり委員長も経験してるとおり、職員がやりやすい、どうすればできるかっ

ていうことが基本だと私思ってます。だから、議員の側かって、そういう問題について

きちっと提案なりそれなりをするべきだと、それをなくしてまともな議論にはならない

のではないかな思うんですけど、その点は委員長としてどう思われますか。

○議長（中井 勝君） 協議事項についての質疑であります。意見を求めないでくださ

い。

○総務教育常任委員会委員長（中村 茂君） 組織論を言われましたけど、やっぱり物

事を変えるときには、その辺の合意形成をすべきだと。それがたまたま今回、該当する

団体なり、そういうことの意向を酌んだことを、これが理想的な組織だから、ここにつ

いてこいというようなことじゃなくて、そこに至るまでの手続を言った、何でもない。

（発言する者あり）ですから、こうせい、ああせいっていうことに至るまでに、手続な

りが欠けとる違うか。内部の合意自体も、不透明なとこもある。そういうところが否と

なった原因と私は思います。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようであります。御苦労さまでした。

次に、産業建設常任委員会が１２月１２日に開かれております。
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委員長から報告をお願いいたします。

岩本委員長。

○産業建設常任委員会委員長（岩本 修作君） それでは、産業建設常任委員会の報告を

いたします。

１２月１２日に牧場公園課、農林水産課、建設課、商工観光課、４課の所管事務調査

を行いました。

まず、牧場公園課です。報告事項は７件ありました。最初に、１１月から地域おこし

協力隊として奥澤佑太さん、２４歳が、七釜出身なんですが、大学卒業後、淡路島のほ

うの企業に就職をいたしまして、このたび地域おこし協力隊として１１月に採用されま

した。将来は但馬牛４０頭規模の繁殖農家になりたいということで、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

それでは、来園者の状況でございます。来園者の数が９月で５００万人を突破したと

いうことでございました。カウントは車の数でカウントをしているということでござい

ます。特に夏の時期の来園者の数、前年度に比べて減っていると、何かイベント等を考

えてみてはということで、８月１５日に虫の昆虫採集や、牛の勉強といったイベント等

を行いましたが、なかなか数も少ない、今後いろいろなイベントを考えていきたいとい

うことでございます。

また、視察、研修の受け入れ状況なんですが、韓国から視察に来られているが、どう

いったルートで来られたかということで、全国和牛登録協会の職員で、全農兵庫県本部

からの依頼で来られたということでございます。

次に、新温泉町但馬牛管理技術習得支援プログラム授業実施要綱の一部改正について

でございます。改正案といたしまして、生産牛の譲与の条件等ということで、生産牛が

雄であった場合、ついての対応で研修プログラムが開始から１７カ月以内に生産された

ものは、美方郡家畜商組合長のあっせんにより、該当する雄子牛を新温泉町内で生産さ

れた同程度の月齢と発育を呈する雌子牛を交換し、隊員の任期終了後に譲与すると、ま

たは研修プログラム開始から１７カ月を超して生産されたものは、任期終了後に隊員に

譲与するといった改正案を出されました。

次に、協議事項でございます。今定例会に提出される一般会計補正予算（第５号）、

または追加議案の（第６号）の２件です。いずれも委員会として了承いたしました。

次に、農林水産課です。報告事項は８件ありました。最初に兵庫県畜産共進会第１０

０回記念大会の結果についてでございます。出品頭数が合計１０７頭のうち、新温泉町

からは８頭出品いたしました。中でも村尾和広さんが最優秀賞１席という成績でござい

ました。

次に、イノシシ、鹿の捕獲状況でございます。イノシシは１１月現在で３４４頭を捕

獲し、そのうち浜坂地域では１６６頭、温泉地域では１７８頭を捕獲をしたと。鹿は全

体で３４９頭捕獲し、浜坂地域では１１２頭、温泉地域では２３７頭を捕獲したという
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ことでありました。

次に、有害鳥獣処理施設整備事業でございます。１１月下旬に地区の方に地元説明を

いたしまして、１１月２６日に塩山地区の方から賛同を得たということでございました。

また、同時期に隣接している地区の区長さんにも説明をしたということでございます。

質疑ありました。処理施設の指定管理はどこがするのか、またどのような運営方法をす

るのかという質疑に対して、指定管理についてはｃａｍｂｉｏさんと相談をして決めて

いきたいということでございます。運営方法については、現在ｃａｍｂｉｏさんが２４

時間の受け入れをしているということなので、今後処理施設に対してでも、どのような

運営をするのか、検討をしていくといったことです。また、受け入れについてですが、

ほかの自治体の受け入れをしてはという質疑に対して、現段階ではまだ考えていないと。

まず最初に町内での実績をつくっていきたいという答弁でございました。委員会資料に、

施設のイメージ図、多可町の処理施設なんですが、添付していますので、内容につきま

しても委員会資料を御清覧ください。

次に、第１回兵庫県但馬地域プロジェクト協議会についてでございます。これは漁業

構造改革総合対策事業ということで、地域の漁業者や流通、加工業者、造船業者及び地

方公共団体が一体となって、収益性を向上するための改革計画を作成し、その改革計画

に基づく実施を行う取り組みをする支援ということでございます。兵庫県但馬地域にお

ける実証事業いたしまして、遠洋、沖合域で操業する漁業において、居住性、安全性及

び作業性にすぐれた漁船を共通仕様等により計画的・効率的に導入する実証の取り組み

でございます。そういった内容でございます。まだ１回目ということなんで、これから

事業につきましての具体化をしていきたいということでございました。詳しい内容につ

きましては、委員会資料を御清覧ください。

次に、協議事項でございます。議案第７４号、美方郡広域事務組合規約の変更につい

て、議案第７５号、美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡について、いずれも委員会と

して了承をいたしました。次に、一般会計補正予算（第５号）、追加議案の（第６号）

です。これも委員会として了承いたしました。続いて、追加予定議案といたしまして、

肉用牛生産施設建築工事請負変更契約の締結についてです。変更内容といたしまして、

トイレ棟の追加と舗装範囲の追加であります。約４４８万７２０円の増額でござい

ます。比率といたしまして、トイレに３３０万、残りが舗装に係る費用であるというこ

とでございます。追加の理由といたしまして、利便性を高めることと、また除雪作業を

しやすくするためということでございました。これも委員会として了承いたしました。

次に、建設課でございます。報告事項は６件ありました。町道除雪計画についてでご

ざいます。前年度に、除雪に来る時間が遅いという苦情があったため、今回、苦情があ

った地域に早く回れるように、除雪業者の配置を見直したということでございます。消

雪の点検、水量は確保できているのかという質疑に対して、点検は終わっていると。ポ

ンプの高さ、水量の調節もしたと。あと水取口の撤去の回数を今後ふやしていくという
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答弁でございました。また、バスターミナルからリフレッシュ館の間の消雪は水が出る

のかという質疑に対して、現在は水が出ているという答弁で、次に消雪の新設の要望は

という質疑に対して、水の量の確保が難しく、新設は考えていないという答弁でござい

ました。

次に、危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付要綱についてでございます。補助対

象となるのは新温泉町に設置されたものや、また個人住宅、また認定こども園や社会福

祉施設に附属するものは対象で、補助金額は、補助率が３分の２で、限度額は住宅で２

０万、幼稚園等で９０万、福祉施設で１６０万でございます。負担割合についても、国

は２分の１、県が４分の１、新温泉町も４分の１でございます。実施期間は３１年の１

月から３２年の３月まででございます。

次に、都市計画道路浜坂駅港湾線整備事業についてです。ＪＲ浜坂駅から浜坂漁港を

結ぶ幹線道路で、産業施設や観光施設にアクセスする道路であり、浜坂北小学校を初め

とする児童、学生、通学路として安全な歩行空間が求められる道ということでございま

す。若干質疑がありました。浜坂北小学校の敷地はどのぐらい減るのかという質疑に対

して、現段階ではわからないが、道路は１５メーター道路を計画しているという答弁で

ございました。次に、歩道橋の形はどうなるのかといった質疑に対し、現在検討中であ

るという答弁でございます。歩道の幅はという質疑に対して、４メーターで現在計画は

しているが、最終的にはもっと検討していくという答弁でございました。

次に、協議事項でございます。今定例会に提出される議案第８１号、８５号、８６号、

９３号、９６号、９７号の６件でございます。

最初に、議案第８１号、新温泉町一般会計補正予算（第５号）についてでございます。

委員会として了承をいたしました。

次に、議案第８５号、新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第３号）、

議案第８６号、新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第３号）も、いず

れも委員会として了承をいたしました。

次に、追加議案の議案第９３号、新温泉町一般会計補正予算（第６号）についても、

委員会として了承をいたしました。

次に、追加議案の議案第９６号、新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算

（第４号）、議案第９７号、新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第４

号）も、いずれも委員会として了承いたしました。

次に、商工観光課でございます。報告事項は６件ありました。各観光施設等利用状況

についてでございます。

道の駅の業績実績についてで、開業１年間の総括ということで、来場者数、売上高と

もに目標を上回る実績でございました。しかし、２年目に向けての対策等ですが、営業

不振部門の対策で、全体で見たら目標を上回っているんですが、個別ではまだ達成でき

ていない部分があるということで、今後は個別業務での対応を検討していくということ
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でございました。

次に、リフレッシュ館、健康風呂修繕についてでございます。健康風呂天井修繕工事

の方向性で、平成３１年度工事として風呂全体の修繕を行うということで、また天井や

その他の部分の修繕を同時に行うことによって、工事による休業期間の短縮を図るとい

うことでございます。予定工期といたしまして、２０１９年の６月から１２月で、休館

期間ということで、２０１９年の９月から１１月ということでございます。

次に、地域活性化施設、旧温泉高校の活用方法についてでございます。平成３０年度

末に県からの買収するということにより、指定用途の条件期間が終了し、今後売却も可

能になるということでございます。現在３件の相談があるが、まだ具体的な契約までに

は至っていないということでございます。現在、不動産鑑定士が鑑定を行っていまして、

平成３０年内には鑑定結果を受ける予定であると。今後、町としても年度内には方向性

を決めていきたいということでございました。詳しい内容につきましては、委員会資料

を御清覧ください。

次に、協議事項でございます。今定例会に提出される議案第８１号、新温泉町一般会

計補正予算（第５号）、追加議案の新温泉町一般会計補正予算（第６号）の２件でござ

いました。いずれも委員会として了承いたしました。

閉会中の継続調査についてですが、議長に申し入れすることといたします。

以上で産業建設常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 産業建設常任委員長の報告は終わりました。

委員長報告のうち、協議事項について、質疑があればお願いいたします。ありません

か。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑ないようです。

これをもって質疑を終わります。岩本委員長、御苦労さまでした。

次に、環境福祉常任委員会が１２月１１日に開かれておりますので、委員長並びに副

委員長から報告をお願いします。

最初に谷口委員長、お願いします。

○環境福祉常任委員会委員長（谷口 功君） 失礼します。環境福祉常任委員会の報告

をいたします。

町民課、健康福祉課、上下水道課、公立浜坂病院、その他でありますが、私からは、

町民課と健康福祉課について報告をさせていただきます。残りは浜田副委員長から報告

をさせていただきます。

最初に、平成３０年１２月１日現在の人口統計、町民課の所管事務調査からでありま

すが、報告事項の１番から７番まで、特に議論が深まった部分のみ報告をさせていただ

きます。

資料３の、廃棄物施設の取り組み状況についての報告の中で、新温泉町一般会計廃棄
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物処理基本計画の改定について、来年、２０１９年１０月をめどに作業に入ることが報

告をされております。また、⑹の、新温泉町防災行政無線戸別受信機等貸与事業実施要

綱について報告をされております。これは浜坂地域の屋外放送設備のない地域、久斗山

地区、本谷、中小屋、境地区、大味、出合の計９区を対象とした戸別受信機貸与の要綱

がこれまで制定されていなかったものを整備したものであります。⑺の、毎月１日のサ

イレン吹鳴についてであります。これまで多く議論をなされてまいりましたが、来年２

月１日よりデジタルサイレンによるテスト放送を実施する準備をしていることが報告を

されております。

次に、町民課の協議事項であります。平成３０年度新温泉町一般会計補正予算（第５

号）、同（第６号）については、異論なく了承をいたしました。

次に、健康福祉課の所管事務調査であります。

報告事項１の、平成３０年度国民健康保険事業医療給付費の状況についてから、１２

の平成３０年度公立豊岡病院ドクターカー出動状況について、いずれも主には実績報告

でありますので資料をごらんいただきたいわけですが、⑷の新温泉町高齢重度障害者医

療費助成事業実施要綱の一部改正についてでありますが、兵庫県の福祉医療費助成事業

の要綱が改正されたことに伴い改正するものであります。先ほど総務委員長の報告あり

ましたように、未婚のひとり親を対象とする寡婦の適用対象を広げること、また地方税

法の改正で、控除対象配偶者の名称が同一生計配偶者と変更されるため、高齢重度障害

者医療受給者証を交付申請書の該当欄を修正するものであります。なお、本年９月１日

から遡及適用するものであります。

次に、協議事項であります。議案第７８号、新温泉町福祉医療費助成条例の一部改正

について、兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱が改正されたために改正するものであ

ります。異論なく、委員会として了承いたしております。内容は先ほどの寡婦の対象を

広げるという内容のものであります。

⑵の議案第８１号、平成３０年度新温泉町一般会計補正予算（第５号）、議案第８２

号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について、議

案第８３号、平成３０年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て、議案第８４号、平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、議案第９３号、平成３０年度新温泉町一般会計補正予算（第６号）について、

議案第９４号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）に

ついては、いずれも異論なく、委員会として了承いたしております。

以下、浜田副委員長に報告をしていただきます。私のほうは以上です。

○議長（中井 勝君） ちょっとお待ちください。報告のうち、協議事項について、質

疑があればお願いをいたします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） これをもって谷口委員長の答弁の分は終わります。報告を終わ
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ります。

続いて、副委員長から報告をお願いします。

○環境福祉常任委員会副委員長（浜田 直子君） 失礼します。引き続き、環境福祉常任

委員会の報告をいたします。

上下水道課、公立浜坂病院、２課の所管事務調査を報告させていただきます。

上下水道課でございます。報告事項は３件ありました。接続状況、接続に向けた戸別

訪問状況、漏水等事故、工事等の説明を受けました。詳細につきましては委員会資料を

御清覧ください。

協議事項は、今定例会に提出される議案第８７号、浜坂温泉配湯事業特別会計補正予

算（第２号）、議案第８８号、水道事業会計補正予算（第３号）、議案第９８号、浜坂

温泉配当事業特別会計補正予算（第３号）、追加議案、議案第９９号、水道事業会計補

正予算（第４号）、追加議案、議案第１００号、水道事業会計補正予算（第２号）、追

加議案の５件でした。いずれも委員会として承認いたしました。

次に、公立浜坂病院です。報告事項は８件ありました。詳細につきましては、委員会

資料を御清覧ください。中でも浜坂病院利用状況等、良好に推移し、前年同期比では、

外来は３月で麻酔科が廃止になり、一時減少もありましたが、１０月より増加傾向にあ

ります。入院数は今年度当初より増加しており、前年度１日平均で比べますと２⒏７％

増となっています。当委員会当日の入院者数は３６名で、平均年齢８４歳でした。病

院事業収益も、１０月末、約５億３００円で、前年同期比４００万円増となり、良

好にふえています。病院事業費用は４億６００万円で、１億６００万円減により、

差し引き収支は１億１００万６９５円増と報告を受けました。

介護老人保健施設ささゆりは、前年とほぼ同程度の利用者数ですが、職員数と見合わ

せながらの受け入れとなっています。浜坂居宅介護支援事業所の利用件数も少しふえて

いますが、職員が３名から２名になっています。１人で対応できるのは月に１人４０件

までとなっており、現在２名ですので８０件までになります。浜坂病院、ささゆり、浜

坂居宅介護支援事業所、いずれも職員の採用が問題となっていて、職員増に向けた地道

な努力を続けておられます。ぜひとも御紹介お願いしますということでした。

報告事項２の資金不足の現状については、病院事業会計は資金不足なしでした。

新温泉町浜坂病院事業のあり方検討委員会についてでは、今まで開催された３回の委

員会の内容等の説明と、その課題に向けた解決策と、今後の診療機能の方向性として、

４つの提案と委員からの２つの提案、合わせて６個の提案が出されているそうです。そ

の６案をもとに、次回１月２６日に検討委員会としてまとめ上げ、その報告書を３１年

２月１３日に町長へ提出予定とありました。

報告事項７の公立浜坂病院臨時的任用職員取扱要綱案につきましては、これから法制

審議会を通した上での案となります。浜坂病院の今後の住民への安心と信頼のますます

の向上に取り組むためにも、職員の対応に向けた地道な努力と、病院事業全般の知識を、
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議員も含め共有できるように教えていただけるよう要請いたしました。

協議事項は、今定例会に提出される議案第８０号、損害賠償の額の決定について、議

案第８９号、公立浜坂病院事業会計補正予算（第３号）、議案第１０１号、追加議案、

公立浜坂病院事業会計補正予算（第４号）の３件でした。いずれも委員会として承認い

たしました。閉会中の継続審査を議長に申し出することとしました。

以上で環境福祉常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 協議事項について、質疑があればお願いします。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって質疑を終わります。浜田副委員長、

御苦労さまでした。

次に、議会運営委員会が本日１２月１７日に開かれておりますので、委員長から報告

をお願いいたします。

中井委員長。

○議会運営委員会委員長（中井 次郎君） それでは、議会運営委員会の報告をいたしま

す。

本日、議会運営委員会を８時３０分より開催いたしました。協議事項は２件でありま

す。既に議長からも挨拶にありましたように、まず町長から議長に提出のあった議案の

撤回についてであります。議案第７７号、新温泉町行政組織条例の一部改正についての

撤回について、議長から議会運営委員会に諮問がありまして、当委員会で協議をいたし

ました。

本件は、会議に上程されてない案件で、会議規則の規定からも議会の許可手続を必要

とせず、議長の許可によるものであります。協議の結果、本件の撤回の申し出について

は、拒否すべき理由がないため、会議規則第２０条第１項ただし書きの規定により、議

長が許可手続を行うべきものであると、ことになりました。

次に、閉会中の継続調査の申し出についてであります。これについても異議なく議長

に申し出をすることに決定いたしました。以上で報告を終わります。

○議長（中井 勝君） 中井委員長、ありがとうございました。

次に、議会広報調査特別委員会が１２月７日に開かれております。委員長から報告を

お願いいたします。

平澤委員長。

○議会広報調査特別委員会委員長（平澤 剛太君） 議会広報調査特別委員会について御

報告いたします。

１２月７日、本会議の閉会後に委員会を開催し、１月２４日木曜日に発行予定の議会

だより第５３号の編集方針について協議いたしました。今回は２４ページ立てで予定し

ています。原稿依頼は、可能なら会期中、もしくは議事録データの都合上、今週末にな

る可能性もありますが、締め切りにつきましては、年明け１月４日金曜日といたします
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ので、よろしくお願いいたします。一般質問の記事については、既にお配りしている原

稿データを御活用ください。各ページに写真を１点掲載いたしますので、写真データを

お持ちの方は原稿と一緒に提出をお願いいたします。写真データのない方につきまして

は、委員会にて準備いたしますので、原稿に希望する内容、テーマを記載してください。

その際、写真のコメントにつきましては、記事内容を補完する意味もありますので、必

ず添えていただきたいと思います。以上、報告といたします。

○議長（中井 勝君） 平澤委員長、ありがとうございました。

これで委員会報告を終わります。

以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 議案第７４号 から 日程第３ 議案第７５号

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第７４号、美方郡広域事務組合規則の変更につ

いて、日程第３、議案第７５号、美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡についてを一括

議題といたします。上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第７４号、美方郡広域事務組合規約の変更について及び議

案第７５号、美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡につきましては、議案第７４号は、

美方郡農村総合研修センターの設置及び管理に関する事務を共同処理する事務から削除

するための規約の変更であり、議案第７５号は、美方郡広域事務組合の財産である美方

郡農村総合研修センターを無償で譲渡するためのものであり、それぞれ地方自治法の規

定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、農林水産課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 松岡農林水産課長。

○農林水産課長（松岡 清和君） 議案第７５号と関連がございますので、７４号、７５

号、一括説明をさせていただきます。

初めに、議案第７４号、美方郡広域事務組合規約の変更についてでございます。説明

の都合上、審議資料の１ページをお願いをいたします。たじま農協から譲渡の依頼を受

けまして、第３条に記載をしております当町と香美町が共同処理する事務のうち、第２

号、美方郡農村総合研修センターの設置及び管理に関する事務を削除するものでござい

ます。これに伴いまして、第３条３号から６号までが１ずつ繰り上がりまして、第１０

条、第１項において、これも関連する第２号を削除いたしまして、第３号から７号が１

つずつ繰り上がるとともに、条文の対象する条項を改めるものでございます。２ページ

の第１０条第２項についても、同じ内容でございます。

議案にお戻りをいただきたいと思います。議案第７４号の附則でございます。この規

約は平成３１年４月１日から施行するものでございます。

次に、議案第７５号、美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡について御説明をさせて
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いただきます。説明の都合上、審議資料の３ページをお開きください。美方郡農村総合

研修センターの施設概要につきましては、１に記載をしております。また、４ページは

配置図というふうになっております。詳細な説明は省略をさせていただきますけれども、

施設内訳にありますとおり、広域多目的研修施設と附帯設備から成っております。

２に施設の経過を記載しております。昭和５８年度に旧美方郡、４農協が用地を取得

をいたしまして、昭和５９年度に各町の負担軽減を図るべく、過疎債の適用を受けるた

めに、事業主体を美方郡畜連から美方郡広域事務組合へ変更をいたしております。完成

後の管理につきましては、美方郡畜連が行いまして、過疎債の償還後は無償譲渡する旨

を、当時、旧美方郡町長組合長合同会議及び美方郡畜連理事会で決定をいたしまして、

工事に着工をいたしております。平成２１年度からたじま農協におきまして指定管理が

行われ、現在に至っております。本年度において、たじま農協より譲渡の依頼がありま

して、平成１７年度に償還が終了してること、また平成２０年度の財産処分要件の緩和

によりまして、補助金適正化法上の問題もないということから、当初の決定に基づきま

して、無償譲渡をするものでございます。

なお、町、それから郡が実施をしております子牛共進会等を含め、譲渡後の農業関係

の利用につきましては従来どおりとするという旨を確認をいたしております。また、本

件につきましては、１０月に美方郡広域事務組合議会の全員協議会において報告をされ

ている内容でございます。当町と香美町の１２月議会に上程をして、来年２月に予定を

しております広域議会への上程をされるという予定になっております。

議案にお戻りをいただきたいと思います。第７５号の議案の別表をごらんをいただき

たいと思います。第１項の無償譲渡する財産につきましては、種類、建物及び附帯施設、

名称、美方郡農村総合研修センター、所在地、兵庫県美方郡新温泉町歌長字浜ノ田８８

番地、施設内訳、広域多目的研修施設、１棟、鉄筋コンクリート２階建て、１階、３３

⒋４２平米、２階、２０⒏９４平米、計５４⒊３６平米、牛ケイ舎Ａ棟、木造平家建て、

４０６平米、牛ケイ舎Ｂ棟、木造平家建て、２４⒐２０平米、屋外便所、木造平家建て、

２４平米、堆肥舎、木造平家建て、２０平米、審査場、３５⒐１３平米でございます。

第２項の無償譲渡の相手方につきましては、名称、たじま農業協同組合、代表者、代表

理事組合長、尾市朗、所在地、兵庫県豊岡市九日市上町５５０番地の１でございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑は一括でお願いします。ありませんか。

１１番、河越忠志君。

○議員（１１番 河越 忠志君） 無償譲渡そのものについては、特に異議というか、問題

ないかなと思うんですけれども、所有権が移るということは、全ての処分権も移るとい

うことになります。その中で、農業協同組合といえども、法的には民間と同等というこ

とになろうかなと私は認識しています。その中でいろんな経営等、またいろんな利益処
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分というようなことを含めて、ここは例えば単純に売却されるということがあると、こ

ちらの地域としての期待を裏切ることにつながるのではないかなと私は考えます。その

ときに、例えば所有権を移すけれども、処分する場合には、また両町の承認なりが要る

というような形の縛りが必要ではないかなと考えるんですけれども、ただいまの御説明

にはそういったものは一切なかったように思っておりますけれども、本町なり、また香

美町なり、そのあたりについてどんな御認識、または意向を持っておられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 松岡農林水産課長。

○農林水産課長（松岡 清和君） 現状で当面はそういうことがないというふうには理解

をしておるんですけれども、今の御意見につきましては、また広域には伝えたいと考え

ております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（１１番 河越 忠志君） 意見をつなぐということではあるんですけれども、今回、

承認するかしないかという話だけになってしまうと思うんですけれども、そこについて

は町としての考え方っていうものは一定のものを持った上で、単に一つの意見としてで

はなくて、やはり今後とも本町なり香美町なりの農業振興のために使われていくという

ことを前提に、この財産についての処分、譲渡について執行していただきたいと思いま

すので、このあたりについては町長の御意向もお聞かせいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、但馬牛、日本農業遺産として、また世界農業遺産として

登録に向けて活動をいたしております。それから、但馬牛の日本国内における現状を見

てみますと、非常に日本一高い、そういう子牛の値段という状況もありますし、国内の

和牛の９⒐９％はこの但馬牛、特に美方郡の血統から産まれていると、そういう現状が

あります。そういった現状を踏まえた上で、この施設については将来にわたってもきっ

ちりと維持をしていく予定になっております。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 同じような角度からの議論なんですが、私もこの最初の

スタートが、郡地区連を運営していく上で必要だということで始まっているわけですね。

これが農協の広域合併によって一本化されていくということになりますと、財産の処分

ということにかかわるわけでありますので、運営上、現状のまま維持されるという確約

はないわけであると思うんです。ですので、やはり現状を維持していくというような協

定書なりを結んで、美方郡の畜産振興にずっと続けていけるような施設の維持や管理の

あり方を農協との間で、ＪＡとの間できちんと文書にして約束をしていく必要があるの

ではないかと考えますが、いかがでしょう。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ごもっともな御意見だと思っております。この但馬牛の畜産振
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興という観点からおいても、やはり新温泉町、それから香美町、村岡、美方地区も含め

て、やはりこういった施設の維持管理は徹底するようにＪＡとも今後相談しながら、そ

ういう契約書つくる方向でやっていきたいと思います。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、ないようであります。これで質疑を終わります。

議事の都合により、討論、採決は議案ごとに行います。

まず、議案第７４号、美方郡広域事務組合規約の変更についてをお諮りいたします。

討論を省略して、採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

次に、議案第７５号、美方郡広域事務組合の財産の無償譲渡について。

お諮りいたします。討論を省略して、採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。３０分から。

午前１０時１７分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第４ 議案第７６号

○議長（中井 勝君） 日程第４、議案第７６号、新温泉町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、職員の不祥事に対し、管理者としてみず

からを律するため、条例の制定を御提案申し上げるものであります。
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内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） それでは、議案第７６号、新温泉町特別職の職員で常勤の

ものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の制定につきまして、御説明を申

し上げます。

提案理由にあります職員の不祥事につきましては、今議会の総務教育常任委員会資料

として提出いたしておりますが、概要につきましては、平成３０年１１月６日午前２時

２０分ごろ、鳥取県鳥取市内の県道におきまして、本町職員である係長が酒気を帯びた

状態で自家用車を運転して物損事故を起こしたものでございます。その後、その事件事

故発生から２週間後になりますが、１１月２０日に職員分限・懲戒審査委員会を開催し

ております。

審査の結果、平成３０年１１月２６日付で次の処分を決定いたしております。当該職

員につきましては停職８カ月、それから上記職員所属課長及び安全運転管理者が訓告と

いうことでございます。これらの処分の根拠につきましては、地方公務員法第２９条第

１項第１号及び第３号でございます。

この不祥事によりまして、町民の皆様の信頼を裏切り、町職員に対する信用を傷つけ

るなど、御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げるものでございます。今後、交

通法規遵守の徹底と、綱紀粛正に努めてまいりたいと思います。

条例本文でございますが、町長及び副町長に係る給料月額を平成３１年１月から１カ

月に限り、町長を６６万４００円、副町長を５２万９００円とするとしておりまし

て、それぞれ給料の１０分の１の減額を１カ月という内容でございます。したがいまし

て、附則として、この条例は平成３１年１月１日から施行し、同年１月３１日限り、そ

の効力を失うといたしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、阪本晴良君。

○議員（４番 阪本 晴良君） 今の報告といいますか、提案の中で、町長、副町長とい

う部分は明記されております。わかりましたけど、あわせて所属長と運転管理者が訓告

という処分をされたということでありました。訓告の中身っていいますか、以前でした

ら、例えば３カ月給与の昇給が延伸ということがありましたけども、現在の法令ではそ

の訓告の中身はどうなっておられるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 以前のというのは少しわかりませんが、合併後、いろんな

こういった処分の関係で、事例を見ましても、このたびもそうですけども、上司であり

安全運転管理者であるということで、訓告ということで口頭注意ということでございま

す。（発言する者あり）そうです。所属職員の管理監督という意味で、日ごろから交通
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安全の法規を遵守するようにということをずっと言ってきておったということでありま

すが、今回このような事態になったということでございます。職員の上司として、その

管理が十分でなかったということで、今後はそういうことのないように、一層管理監督

に努めるということで、そういった処分にさせていただいたということでございます。

○議長（中井 勝君） ４番、阪本晴良君。

○議員（４番 阪本 晴良君） 訓告というのは地公法上の懲戒処分に当たると思うんで

すけど、そうではないんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 懲戒処分、処分には当たらないと思っております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 昨年１１月でしたか、死亡事故と、そして、このたびの

飲酒事故という２件が同一年内に発生したというふうに思うんですが、このバランス、

どういうふうに考えたらいいんでしょう。死亡事故の場合の２０日でしたか、停職２０

日でしたか、それからこのたびの停職８カ月ということについてどういうふうに理解し

たらいいのか、御説明をいただきたいと思います。

それから、町長は、昨年１２月議会で一般会計から浜坂病院へ多額の繰り出しをした、

そのことを議員現職時に見過ごしたので、みずからを律するという形で３割の報酬カッ

トという議案を提案されておりました、議会は否決をしたわけですが。それとの兼ね合

いで、どのように町長はこのたびの処分を、１カ月に限り１割カットという提案を町長

みずからどのようにお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 病院における昨年の提案は、過去そういった、一般会計から病

院会計に補填するというのに議員として賛成してきたと、それが一方で、ただ単にお金

の補填という点で賛成してきたわけですけど、現実的に自分自身が病院のそういった改

善策に身を、体も知恵も含めて実際に活動してこなかった、そういった責任を明確にす

る中で、病院問題のあり方について、皆さんに町民全体で考えてほしいと、そういう視

点でまず提案をしております。今回との兼ね合いというのは、今回は職員の事故が原因

でこういう提案をさせていただいておりますので、関連というのは特にないと思ってお

ります。

○議長（中井 勝君） あと、仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 御指摘のありました、ちょうど１年ぐらい前になります職

員の死亡事故、処分としては停職２０日程度ということなんですけども、そのときの審

査の基準といたしましては、本町においてそういった事例がなかったということもあり、

県内のほかの類似の事例を参考とさせていただいたということであります。

このたびにおきましても、当然、町の基準であったり、それで、このたびは全国の事
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例も調べさせていただきました。その中で、兵庫県の処分に対するそういった基準、そ

ういうものもございますので、それらも参考にさせていただいて、決定させていただい

たということでございますが、あくまでも今回の場合は故意であり、その対応の程度が

責任が重いということで、そういった処分の事例も踏まえながら、少し厳罰化というよ

うな視点でもって決定させていただいたということでございます。通常でしたら、そう

いった他の事例を見ますと停職期間６カ月というのが調べた中では一番多かったんです

けども、このたびの場合をいろいろと事情を調べまして、また、該当職員が監督的な立

場にあるということもあり、その基準に２カ月プラスということで処分を決定いたした

とこでございます。

○議長（中井 勝君） ９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 町長、関連性を聞きたいんじゃないんです。要するに、

今、総務課長は、昨年の死亡事故よりも飲酒というのは本人の意図的なものであって、

だからこそ厳罰化したんだというふうに説明されたわけですね。町長は、一般会計から

の繰り出しを不可というふうに町長になってから認識をして、それでみずからを律する

ために３割報酬をカットするということを言われた。そして、今回は、みずからの管理

責任を問うてるわけでしょう。みずからの管理責任が問われていることを１カ月、１割

カットという処分にしたと、みずから提案されているわけですよ。それは、やっぱり一

つの処分をしたら、それから見てどうなのかというふうに普通は誰しも考えますよ。で

すから、いわゆる処分の関連性というのはそういうことであって、事件が関連してると

いうことを言いたいわけではないんです。その場合に、どういうふうに考えられて１割、

１カ月というふうにされたのかをお尋ねしたいということであります。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 従前の慣例的なものも加味しながら考えさせていただいた結果

であります。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 今回の飲酒運転の事故に関しては、町民からは極めて厳

しい意見が出てます。８カ月なんぞで済むもんかいという声が出ておるわけです、これ

までにずっといろんな事故が起こっておりますので。そういう中で、御本人さんが何を

考えてこういう、一つは飲酒運転、それから事故、そういう過程になったのか、そうい

ったところには分限処分委員会なりそれなりがあるわけですけども、直接本人のそこら

辺のとこの意思を聞かれたんでしょうか。これ、常に何か厳しい態度で臨むとか極めて

これから規則を厳守するとかいう話はいつも出るわけですけども、具体的になぜこうい

う夜中の２時ぐらいに、それも月曜日ですか、そういう形になったのか、このことにつ

いて何にも報告らしいものがないんですね。そこら辺のとこはどうですか。これからの

ことも考えれば、そういったことについてきちっと本人からの事情聴取も含めてやるの

が当たり前だと思うんですけども、そこら辺のとこはどうだったんでしょうか。
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○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 事件、事故発生してから、本人についてはその場で警察に

拘束をされるわけです。その拘束が解かれた後、その日から一度本人に会って、事実確

認やらをさせていただいております。その翌日も改めて本人が町長へ謝罪に来ておりま

す。その時点で改めて再度事情聴取ということで事実確認をさせていただいております。

また、本人からもこのたびの案件に関して謝罪文も提出させております。以上です。

○議長（中井 勝君） 田中副町長。

○副町長（田中 孝幸君） 懲戒委員会で審議をさせていただきました。本人は、飲酒を

した後、寝て、一度気がついた時間帯が把握してないんですけれども、もともとやはり

飲酒運転というのは絶対に避けれる話ですので、これは単なる不注意であるというもの

とは違うという意味で厳罰にするということでございます。先ほど総務課長から御説明

させていただいたように、一般的に６カ月というふうなものがございますけれども、監

督職ということから、その責任から考えて、２カ月加算ということでございます。

それと、本人は、飲酒をした後、少し休んで、この辺が認識が非常に甘いんですけれ

ども、休んで４時間、５時間たっても、結局、アルコールは抜けなくて、逆に休むこと

によってアルコールの消化ができないということについてはその後の全職員を対象にし

た交通安全の講習会等でも説明して、そういった誤解に基づくこういったことのないよ

うにということで注意喚起しております。本人からはやはり非常に認識が甘かったとい

うことの謝罪もございますので、そういった点を勘案しまして、６カ月ということでは

なくて、８カ月。ただ、今、議員からもっと厳罰にというお声もございましたけれども、

そのあたりはさきの交通事故、こちらについても裁判所の裁判の判決内容等を勘案して

決定したところでございますし、今回について、裁判という経過には至るまでに、やは

り当然避けなければならないこういった飲酒というものをきちっと職員に周知するとい

う意味もございまして、早目に対応をさせていただいたというところでございます。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） あれですか、そういう甘い認識に至った原因っていうの

は、何も解明もされていない。何時間たてばというようなことがあるわけですけども、

あったというお聞きしたんですけども、現実には本当に過去にも前の日のアルコールが

残っとって、鳥取で事故起こして、それは１年間のそれこそ出勤停止という形になった

わけですけど、そういう事例があったにもかかわらず、同じようなことをしてる。本当

に心の底まで、中身までわかるわけじゃないですけども、本当にそういったところを精

神衛生上、例えばアルコール中毒なのか、もうどうしても飲まなあかん、そういう状態

なのか、精神的に、本当にそういったところもきっちり捉まえてやらなければ、これ、

これからも起きる。もうその都度その都度、いや、もう今後、綱紀粛正に努めますって

言うけども、現実ではそれが守られない。そのように見えるからこそ、町民の皆さんか
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ら厳しい声が出るわけで、やっぱりそこら辺のとこをふだんからいろいろと、こんな言

い方したら悪いんですけど、人権やらそういうことについてはすごく熱心ですけども、

職員のそういった衛生管理だとか、そういうものについて、一体どういうことをやって

はるのか、そこら辺のところ、きっちり押さえておくべきだと思うんですけど、これか

らの中で。ただ、法規上の交通安全の話だけじゃなしに、ふだんの生活まで含めて一体

どうなってるんかと、相談に乗るという体制も必要ではないかなと思うんですけど、改

めてそのことを提案しておきます。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） このたびそういった本人の事情聴取も先ほどさせていただ

いたということも言いましたけども、これまでの勤務態度でありますとか職場での勤務

状況、それらも含めて特に問題はなかったということでございます。それと、日ごろか

らそういった職員の勤務に関すること、それからそれ以外のことも含めて、上司とのコ

ミュニケーションをきっちりと、人事評価の面談もございますので、そういった機会を

捉えて行うようにということはお願いして、周知をいたしておるところでございます。

ですので、この春からも定例で管理職会議、毎月するわけですけど、その部分につい

て、必ずそういった交通法規の遵守ということは事例を出しながらずっと行ってきたと、

注意を促してきたということもあり、そういった成果もあって、今年度の公務中のこう

いった事故についてはすごく減っていたという状況でございまして、そういった状況の

中でこういった事故、事件が起きたということは大変残念であるわけですけども、こう

いった機会を捉えて引き続き啓発していくことが大切なんではないかと考えております。

よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第５ 議案第７８号

○議長（中井 勝君） 日程第５、議案第７８号、新温泉町福祉医療費助成条例の一部

改正についてを議題といたします。
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上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱の

改正に伴い、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 森本健康福祉課長。

○健康福祉課長（森本 彰人君） では、議案第７８号、新温泉町福祉医療費助成条例の

一部改正について御説明申し上げます。説明の都合上、審議資料の２４ページをお開き

ください。新温泉町福祉医療費助成条例の一部改正の概要っていうことで１枚物つけて

おります。

まず、概要を説明する前に、済みません、改正の概要の中、また、アスタリスクでつ

けております部分の寡婦っていう字の「（父）」って書いております。これ、夫でござ

いますので、申しわけございません、直していただきたいと思います。

まず、改正の理由です。先ほど町長が申し上げましたとおり、兵庫県の福祉医療費助

成事業実施要綱がこのたび改正をされたために、所要の改正を行うものでございます。

改正の概要といたしましては、福祉医療費の支給対象者の区分を判定するに当たり、

住民税の課税状況の計算を用いております。その中で、寡婦控除っていうのがございま

すが、従来は婚姻によらず母または父となった者で、現に婚姻をしていないものについ

て、地方税法上の寡婦控除が適用されておりません。この部分で、これをこのたび県の

要綱の改正がなされ、寡婦としてみなして計算するっていう規定を設けたために、この

たび町の福祉医療費助成条例も一部改正するものでございます。

３番目として、施行日は公布の日から施行し、平成３０年９月１日から適用するって

いうことで、県の要綱につきましても３０年９月１日から適用しておりますので、これ

に合わせたことで、遡及適用させていただくものでございます。

審議資料２０ページをお開きください。新温泉町福祉医療費助成条例新旧対照表でご

ざいます。まず、右側の改正案を説明を申し上げます。

まず、２０ページの第２条でございます。これは、用語の定義をここで説明している

とこでございます。まず、⒃号で、所得を有しない者っていうことがずっとございます。

それから、下、６段目ですか、下線の部分、６段目からずっと下ほどまで下線が引いて

おります。ここの部分がこのたび改正で加えていくものでございます。

まず、地方税法第２９２条第１項っていう部分で、夫と死別し、もしくは夫と離婚し

た後、婚姻をしてない者、または夫の生死の明らかでない者で、政令で定める者とある

のを、婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしてない者と読みかえる

規定でございます。その下の部分でございます。同法２９２条第１項第１２号、これは

先ほど説明したのとまた逆でございます、妻と死別し、もしくは妻と離婚した後、婚姻

をしてない者、または妻の生死の明らかでない者で、政令で定める者というので、その
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後、婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしてない者っていうことで

読みかえるっていうふうな、ここで定義を上げさせていただいております。

続きまして、２１ページに、別表第４、第３条関係をつけております。この第３条関

係と申し上げましたが、これ、福祉医療費の支給のことに対して説明している部分でご

ざいます。改正案の一番下、対象者の一番下でございます。下線の部分、額として、同

法からずっと次のページ、２３ページまで下線が引いてあります。この部分につきまし

ては、先ほどの読みかえ規定の部分と２２ページの中ほど、地方税法第３１４条でござ

います、これは所得の控除のことを説明しておりますし、それから９段目ぐらい下です

か、同法３１４条の２という部分は所得割の納税義務者のことを掲げてございますし、

その下の同法第３１４条の３第１項という部分は所得割の税率っていうことで、支給に

対しての改正規定等をここで書いているものでございます。

次、議案本文に戻っていただきまして、附則といたしまして、まず、施行期日等でご

ざいます。この条例は、公布の日から施行し、改正後の新温泉町福祉医療費助成条例の

規定は平成３０年９月１日から適用する。経過措置といたしまして、２番、この条例の

適用の日の前日までに行われた医療の給付に関する定義及び福祉医療費の支給について

は、なお従前の例によるっていうことでございます。以上でございます。よろしくお願

いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第７９号

○議長（中井 勝君） 日程第６、議案第７９号、新温泉町過疎地域自立促進計画の変

更についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、新温泉町過疎地域自立促進計画を変更し、
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総合的かつ計画的に過疎対策事業を推進するため、過疎地域自立促進特別措置法第６条

第７項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、企画課長が説明いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上企画課長。

○企画課長（井上 弘君） それでは、議案第７９号、新温泉町過疎地域自立促進計画

の変更について御説明いたします。

過疎地域に指定されました市町村がこの計画を立てて、その計画に基づいて行う事業

の財源といたしまして、過疎対策事業債の発行が認められております。過疎対策事業債

は、事業費の充当率が１００％で、後年度７０％が交付税算入されるという有利な起債

でございます。今回２事業を追加するために計画の変更をお願いするものでございます。

説明の都合上、審議資料の２５ページをごらんください。新温泉町過疎地域自立促進

計画変更理由書でございます。左側にこのたび追加いたします事業区分と内容、右側に

理由を記載しております。事業区分で、１、産業の振興、⑻観光またはレクリエーショ

ンの事業区分で、自然環境整備交付金事業ということで、霧滝小又川線の追加をお願い

するものでございます。理由といたしましては、霧滝やシワガラの滝など数多くの美し

い滝がある本町に観光客を誘致するため、登山者や地域住民がより安全で気軽に自然に

親しむことができる遊歩道、駐車場等を整備するというための事業でございます。霧滝

方面とシワガラの滝方面ございます。霧滝方面では、路線の延長が⒉５キロございます。

そのうち、危険箇所や安全対策が必要な箇所の遊歩道の整備、それから駐車場約６００

平米の整備などを予定しております。それから、シワガラの滝方面は路線延長が１キロ、

そのうち、同じく危険箇所や安全対策が必要な箇所の遊歩道整備、それから駐車場約１

００平米の整備などを行う計画をいたしております。

次に、温泉施設整備事業の追加でございます。これは、観光客の誘致、地熱エネルギ

ーの活用など、温泉を軸としたおんせん天国をテーマに、産業の活性化や移住定住の促

進を図るため、温泉を活用した施設等の整備を行うための事業でございまして、今回リ

フレッシュパークゆむらの健康風呂の改修計画を予定いたしております。

それでは、議案第７９号の過疎地域自立促進計画変更に戻っていただきまして、左側

が変更前、右側が変更後でございます。左側に自立促進施策区分で、１、産業の振興、

変更後の欄をごらんください。事業名、施設名で、⑻観光またはレクリエーション、事

業内容の２段目、自然環境整備交付金事業（霧滝小又川線）と３段目の温泉活用施設整

備事業を追加する変更をお願いするものでございます。いずれも事業主体は町でござい

ます。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思
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いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第８０号

○議長（中井 勝君） 日程第７、議案第８０号、損害賠償の額の決定についてを議題

といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、公立浜坂病院元職員による労働契約上の

権利を有する地位の確認を求める労働審判手続の申し立てに係る労働審判に基づく損害

賠償の額を決定することについて、新温泉町病院事業の設置等に関する条例第９条の規

定により、議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、浜坂病院事務長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 吉野事務長。

○浜坂病院事務長（吉野 松樹君） それでは、議案第８０号、損害賠償の額の決定につ

いて御説明申し上げます。説明の都合上、議案資料の２６ページをごらんいただきたい

と思います。地位確認等請求労働審判事件の概要ということでございます。

まず１番目に、労働審判手続申し立ての概要でございます。⑴事件名でありますが、

地位確認等請求労働審判事件、事件番号、平成３０年（労）第７０号、裁判所、神戸地

方裁判所第６民事部、以下、裁判所の受け付けから相手方については記載のとおりでご

ざいます。申し立ての趣旨につきましては、労働契約上の権利を有する地位の確認とい

うことで申し立てがございました。

次に、２番の事件の概要でございます。公立浜坂病院の宿日直診療業務に従事してお

りました申立人、神戸市在住の４９歳男性とありますけれども、病院業務の円滑な運営

に支障を来すと判断する事案が発生いたしました。それを受けまして病院幹部会議で協

議をいたしまして、申立人について雇用契約解除の予告通知を行ったところ、労働契約

上の権利を有する地位の確認を求める労働審判手続の申し立てが行われました。その後、

労働審判の審理が２回開催されましたが、調停が成立せず、第２回労働審判手続期日に

おいて審理終結し、労働審判が示されたものでございます。

なお、事件の詳細につきましては、１１月５日に環境福祉常任委員会に提出した資料

で御清覧いただいてることと思っております。
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３番目の経過でございます。まず、この医師ですけれども、平成３０年１月９日に診

療業務等に関する協定書を締結をいたしました。問題となったのは、平成３０年５月１

９日の申立人が宿日直の診療業務に従事した際でございます。その後、平成３０年６月

１５日に雇用契約解除の予告通知を行いました。その後、平成３０年８月２２日に裁判

所から第１回労働審判手続期日の呼び出し等がございました。その後、平成３０年１０

月１日と１０月１５日、労働審判手続期日が２回開催されましたが、調停が成立せず、

審理が終結し、労働審判が告知されたものでございます。その結果、平成３０年１０月

２９日に労働審判が確定をいたしました。

４番目の労働審判の内容でございますが、主文は７項目ございましたが、要約して⑴

から⑶まで記してございます。まず、１つ目ですが、町は相手方に対し解雇を撤回して、

本件解決金として９０万円を支払う、⑵相手方は本件に係るその余の請求を放棄する、

⑶町及び相手方との間には本件解決金のほかに何らの債権債務がないことを相互に確認

するという内容の労働審判でございました。

議案本文に戻っていただきまして、まず、損害賠償の相手方、記載のとおりでござい

ます。損害賠償の額でございますが、９０万円ということでございます。

今後このようなことがないように十分注意をさせていただきたいと思っております。

どうか損害賠償の額の決定について議決を賜りますようによろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑お願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第８１号

○議長（中井 勝君） 日程第８、議案第８１号、平成３０年度新温泉町一般会計補正

予算（第５号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、平成３０年度新温泉町一般会計予算に補

正の必要が生じましたので御提案を申し上げるものであります。

内容につきまして、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よろ

しくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容につきましては、休憩中に担当課長から説明を受けており

ますので、これから質疑に入ります。質疑は歳出、歳入、総括を一括で行います。よろ

しくお願いします。質疑をお願いします。

６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 何点かお尋ねいたします。

歳出の１７ページ、それから１８ページ、教育扶助費が小・中とも出ておりますけど

も、これはいわゆる入学前の当然いろいろとランドセル含めて備品も購入しなければな

らないと。以前から扶助費の支払いの問題について、時期の問題について、私も指摘を

しとったとこであります。入学に合わせて、それ以前に支給をするようにと、そういう

ことを受けての今回の扶助費の増額でしょうか。

それから、もう一つは、２２ページの職員の異動の問題でありますが、総括で９月末

退職が１名出ておりますけども、この退職の原因は何でしょうか。この２つを聞かせて

ください。

○議長（中井 勝君） 西村こども教育課長。

○こども教育課長（西村 徹君） 教育扶助費の関係でございますが、これは、御指摘

のように、要保護・準要保護児童生徒、それの新入学の学用品費、いわゆる入学前支給

ということに対応したものとその他、今後執行見込みを含めての補正ということでござ

います。

○議長（中井 勝君） もう１点。

仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 給与費明細書のところで９月末退職１名でございますが、

本人からの願いによるものでございます。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 教育扶助費の対象者になる人数を教えてください。

それから、９月申し出ということでありますけども、年度途中なり、どういう職員か、

何年勤務しての職員かわからないんですけども、基本はやっぱり６０歳定年なりはきち

っと勤めていただくというのが普通は当たり前であるわけでありますけども、それが途

中退職ということはやっぱり何らかのいろいろと問題があったのではないかなと。ただ、

こういったことについても、当局としては事情聴取なり、どうだったんかいう話をやっ

ぱり聞くべきだと、今後のことも考えれば、思うんですけども、これまでもいろいろと

そういった途中退職という問題があるわけで、ぜひそういった原因を確かめていただき

たいと思います。
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○議長（中井 勝君） 西村こども教育課長。

○こども教育課長（西村 徹君） 人数でございますが、要保護・準要保護の児童生徒

の援助費につきましては、小学校が５名、中学校が１５名でございます。それから、特

別支援学級の児童生徒の奨励費の補助金、これは小学校が４名、中学校が５名、以上が

入学前支給の状況でございます。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 時代的にいいましても、職員の６０歳定年といいながら定

年延長といった時代の背景もございます。この職員に限りませんが、日ごろから上司と

の相談体制、当然、該当職員も職場といろいろと相談をされたと聞いておりますので、

そういった相談体制の中で、本人の意向を確認しながらできる限り勤務を考えていくと

いいますか、総務としましても適材適所っていいますか、そういったことも考えながら

勤務に当たっていただくように努めたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

５番、森田善幸君。

○議員（５番 森田 善幸君） １４ページの林業振興費の中の公有財産購入費２８０万

円ということで、有害鳥獣処理施設の設置場所が私有地に建てられるということによっ

て、その土地の購入費と聞いているんですが、それに関連して、施設本体の設備経費、

これが当初は微生物による減容化ということだったんですが、それが取りやめとなって、

ペットフードへの利用ということで、この減容化装置が和気町の場合、附属施設も含め

て２００万ぐらいかかってたと思うんですが、そういったことが取りやめになったと

いうことで、こちらのほうの補正の減額ということはされないのかということをちょっ

とお尋ねします。

それから、１５ページから１６ページの道路橋梁維持費の工事請負費が９５０万減

額となっておって、これについては、国の方針転換があって、補助金から起債へ一部は

転換されたというようなことで、社会資本整備交付金の減という説明があったと思いま

すけど、ちょっとこの件に関して詳しく教えていただきたいのと、起債に変わった分、

地方債３４０万円、これの種類も教えてください。以上です。

○議長（中井 勝君） 松岡農林水産課長。

○農林水産課長（松岡 清和君） 今言われましたとおり、２８０万円、土地購入費につ

きましては、有害鳥獣処理施設の塩山地区で建設を予定しております土地の購入費でご

ざいます。

建設に係る工事費ということにつきましては、現在、設計業務委託をしておりまして、

設計をしている段階ですので、そういった額の調整がまだできないという状況ですので、

御理解をお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。
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○建設課長（山本 輝之君） 道路橋梁維持費の補正でございます。工事請負費が９５

０万０００円の減額ということで上げさせていただいておるところでございますけど

も、社会資本整備の補助金の中で、一部国庫補助事業から起債事業へ振りかえをさせて

いただくという方針が国からありまして、このたび、それも含めて、また、国庫補助金

の要望額どおりの金額が来ませんでしたので、その事業費の減額も含めて調整させてい

ただいているとこでございます。

内容といたしましては、道路の舗装事業、それから消雪事業につきましてが補助事業

から起債事業に振りかわったというとこでございまして、そのこともありましたので、

全体的に事業費も減額させていただきまして、また、財源内訳等につきましても調整を

させていただいておるとこでございまして、１５ページの端から２項１目の道路橋梁維

持費の補正財源内訳、補正額の財源内訳を見ていただきたいと思いますが、国庫支出金、

国庫補助金でございますが、１４１万０００円減額ということをさせていただきま

して、地方債３４０万円の増額ということで、最終的には補助金から対象になる事業

費につきましては地方債に振りかえたということがございまして、一般財源としまして

は、起債が１０万単位の決定でございますので、端数として１万０００円の一般財源

が出たということでございますので、そういう財源振替をさせていただいたというもの

でございます。

起債の種類別につきましては、過疎債というふうに思っております。以上でございま

す。

○議長（中井 勝君） ５番、森田善幸君。

○議員（５番 森田 善幸君） そうしましたら、その過疎債の振りかえということが先

ほどの過疎計画の変更ということと関連してくるということでしょうか。

それから、国の方針が変わったということですが、結局はお金がないという意味合い

で補助金が減額になって、起債によって行いなさいという指導だったんでしょうか。以

上です。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 過疎計画の変更につきましては、この減額のものとの関連

はございません。

それから、国の方針転換でございますけども、選択と集中ということで、地方として

特別に行っている事業について手厚くしていきたいという方針でございまして、この舗

装事業につきましては、舗装圧の違いで、都市のほうで交通量の多いところにつきまし

ては厚い舗装ということになりますので、それは残していくということがございまして、

舗装については地方でありましたら一層の舗装ということになりますので、それについ

てはまた起債事業で振りかえをするという方針で国が出しておりまして、うちの各地方

としましても、引き続き補助金事業でやってくれという要望としては出させていただい

てるとこでございます。以上でございます。
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○議長（中井 勝君） ５番、森田善幸君。

○議員（５番 森田 善幸君） そしたら、過去の過疎計画に入ってるから、もうそれは

変更する必要がないということでしょうか。

それから、国が道路舗装について、都市部はこの交付金で、地方は起債しなさいとい

うことで、結局は都市を優遇して、地方を切り捨てるという言い方はあれかもしれませ

んが、地方は過疎債があるからそれを適用しなさいということなんでしょうけど、実際、

過疎債は７０パーということで、補助金でしたら１００パー出るわけですが、結局は３

割はこちらがやっぱり一般財源から後日返していかなければならないということで、地

方が苦しんでいる中でこういった国の方針転換ということで、課長も言っとられました

が、引き続きこういった地方の道路を整備する関係、強く国に要求していただきたいと

思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 過疎計画につきましては、過去から入っているということ

でございます。以前から会計ごとに入ってますので、今回の変更とは変わりがないとい

うことでございますし、引き続きまして、国庫補助事業に戻していただけるように要望

してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） １４番、竹内敬一郎君。

○議員（１４番 竹内敬一郎君） １６ページ、土木費、住宅管理費、この１点だけちょっ

とお聞きしたいと思います。

補助金１００万で危険ブロック撤去支援事業ですか、この内訳なんですけれども、個

人住宅１戸当たり２０万の補助金、合計５戸、要するに５件ですね、の１００万と聞い

たんですけれども、これは個人住宅のみで、そのほかの福祉施設については該当する対

象はもうないと判断したらいいんでしょうか。

それと、この個人住宅の５戸ですか、この場所がもしわかれば教えてください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） このたび危険ブロック塀の撤去につきまして、支援事業と

いうことで補助金を１００万円組ませていただいております。内訳としましては、個人

のブロック塀ということで、２０万円の５戸ということでございます。

そのほかの要綱にございます社会福祉施設とか保育園、幼稚園等でございますけども、

道路に面している物件につきましては今、確認しているものは１件でございますけども、

今のところは１件でございますので、今の５件も含めてですけども、これは物件が今決

まっているわけではございません。今後、要綱で出しまして、申請を受けて決定するも

のでございますので場所としては決まってませんけども、個人の危険ブロック塀以外に

は１件、介護保険といいますか、医療機関になりますけども、個人の医療機関で１件確

認をいたしているとこでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １４番、竹内敬一郎君。
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○議員（１４番 竹内敬一郎君） この５件は、じゃあ、調査によってはふえる可能性もあ

ると理解したらいいんでしょうか。

それと、国の補助の限度額ですが、多分、工事費が金額的に幾ら以上という基準があ

ると思うんですが、それも教えてください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） この補助金につきましては、予算額内ということで今は１

００万円で組ませていただいております。もし申請がたくさん出るようでありましたら

補正も検討はいたしたいとこでございますが、３月といたしましては期間がないという

こともございますし、また、前回、危険ブロック塀につきましては、チラシを以前に配

布させていただきまして、全戸配布、それからホームページ、それから町の広報等、点

検を行ってほしいということでチラシ等々、そういうものを出させていただき、その反

応、それを見てきましたが、今のところ、それについての相談っていうものが数がない

ということがございます。また、来年も３１年度予算としまして、そこで実質的には組

んでいきたいということがございますので、このたび１月からになりますので３カ月間

がございます。それで５件ということで上げさせていただいたとこでございます。

済みません、限度額についてでございます。上限は３０万ということで、国と同じく

同額でさせていただいたとこですけども、下限につきましては限度額はございません。

それで、限度額なくして……。

○議長（中井 勝君） いや、下限はない……（発言する者あり）いや、いいですよ。

○建設課長（山本 輝之君） 限度額、以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、竹内敬一郎君。

○議員（１４番 竹内敬一郎君） 限度額がないということだったんですけれども、国の補

助は多分、私の認識なんですが、工事費が４００万以上にならないと補助が出ないんじ

ゃないですか、その確認です。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 済みません、特に限度額の、工事費についての上限はござ

いません。撤去費のみが対象となりますので、限度額は３０万を超えていたら出るとい

うものでございます。

○議長（中井 勝君） ということです、３０万超えていたらと。いいですか。

そのほか。

１１番、河越忠志君。

○議員（１１番 河越 忠志君） いいんですか。塀の関係でちょっと追加でお聞きしたい

と思います。

前回の議会の中で、学校施設等にブロック塀、全て点検されて、処理をされたという

ことなんですけれども、先日ちょっと私のほうに相談っていいますか、打診がありまし

て、旧浜坂幼稚園の西側に一般のブロック塀ではない塀があります。支柱があって、そ
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の間をコンクリートのパネルが渡されてるということで、それについて、先日こども教

育課に申し出をさせていただいたんですけれども、ブロック塀でないから問題ないとい

うことではあったんですけれども、安全が確認できなければそれは意味がないので確認

してくださいと申し出いたしましたけれども、今回何もそういったものについての処置

について対応がされてないんですけれども、それについてどんなふうにお考えかという

ことをお聞きしたいのが１つ。

もう一つは、前回の議会の中で、夢ホールの耐震診断、それと耐震補強の設計につい

ての内容について質問をさせていただいて、評価はしないということで予定してるとい

うことで、そのまま入札執行がされて、入札残も出てるとは思うんですけれども、今回

の総務教育常任委員会の中で、私も傍聴させていただきましたけれども、森田議員が質

問をされた中で、やはり評価はしないという御回答だったように思うんですけれども、

その理由が工程ありきという回答しかなかったように私には受け取れました。それにつ

いて、予算も変わってくるであろうし、今回の変更等も提示されてないことについて、

その理由等をお聞きしたいと思います。その２点をお願いします。

○議長（中井 勝君） 河越委員、夢ホールのその周辺の関係は何ページにありました。

○議員（１１番 河越 忠志君） だから、予算にないから聞いてるんです。

○議長（中井 勝君） いやいや、きょうは、今は補正予算の審議をしてますので、予

算にない審議はありません。わかりますか。

○議員（１１番 河越 忠志君） 上げてないことを質疑はできないんですか。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時３３分休憩

午前１１時３６分再開

○議長（中井 勝君） じゃあ、再開します。

答弁お願いします。じゃあ、最初の分から行きましょうか。

西村こども教育課長。

○こども教育課長（西村 徹君） １点目にいただきました旧浜坂幼稚園、現在の浜坂

子育て支援センターの北側の民家との間の件でございます。先日、そういった話をさせ

ていただいたところでございますが、具体的な対応について、今後詰めていきたいと考

えております。

○議長（中井 勝君） もう１点。

川夏生涯教育課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） １３日の総務教育委員会の中で森田議員から同様の質

問があり、耐震計画の審査は受けないかということで、先ほどありましたように、法律

っていうか、法律で規定されたものではないということで受けないという回答をさせて

いただきました。その委員会の最後に再度、森田議員から質問があって、再度どうかと
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いう質問があったように思っております。そこで同じような回答させていただきました

が、まだ耐震の計画が出ていないということと、中間報告だということで検討するとい

う形で回答をさせていただいたように記憶をしております。

あと、今年度耐震診断、また、委託料を組んでおります。８月に入札をして、契約を

結んでおります。この残につきましては、今年度中にその計画をもとに耐震設計に入っ

ていけたらということで、今回の補正の中で、執行残はありますけど、引き続き３月ま

で残させていただいておりますということであります。以上であります。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（１１番 河越 忠志君） 建築基準法第１条をちょっと読ませていただきます。こ

の法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生

命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

この文章に書いてある基準、先日、国土交通省の基準、一般の建物については、その

ときの説明ではＩｓが６でいいですよっていうお話をされました。一般の建築物は

６、それっていうのは国土交通省でいう最低です。最低の基準を夢ホールに適用させて

いいのか。学校については、７が適用されてて、さらに評価も受けなきゃいけないと

いうことになってるということです。この建物は、もしも新築するのであれば、姉歯事

件以降、構造計算の適合判定を受けなきゃいけない建物になります。それを評価を受け

ずに設計がされると、要は審査されない状態で工事が行われてしまうということになり

ます。夢ホールの重要性、ここは避難施設になる可能性も十分にあります。そこがそう

いう安全の確認がされない状態で工事がされることについては、本町としての大きなマ

イナスがある。要は安全が確保されてるかどうかは、一事務所だけでなされてしまう、

確認がされないということになります。これについては大変大きな問題だし、今この議

会が過ぎればどんどん計画は進んでいきます。

果たしてそれがいいのか。その点について、私の立場からいくと非常識きわまりない

状況です。それについて、第三者、または指導すべき県の指導課なり、大丈夫だよって

言っていただけるのか。それを含めて、今まで私が９月議会に発言されたことについて

確認もされてないだろうと私は思いますけれども、これは本当に重要なことです。それ

について、スルーするわけには私はいきません。そういったことの中で何回かアプロー

チをさせていただいたんですけれども、どうも意を酌んでいただけないようですので、

あえてこの場になってしまいましたけども、発言をさせていただいたことをある意味で

はお許しいただきたいなと思います。いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 河越議員の質問、同じ多分やりとりになると思うんですけども、

それも含めて検討させてもらうということでよかったんですね、答弁は、先ほどの答弁

で。多分同じことになると思うんで、それで意を酌んでいただいて、ぜひ検討していく

べきもんであればしてください。それでいいですか。いや、別の質問ですか。

○議員（１１番 河越 忠志君） いえいえ、そうではなくて、前回……。
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○議長（中井 勝君） いや、まだ指名していません。

○議員（１１番 河越 忠志君） 済みません。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時４１分休憩

午前１１時４１分再開

○議長（中井 勝君） じゃあ、再開します。

１１番、河越忠志君。

○議員（１１番 河越 忠志君） 済みません、それ以外ということではなくて、前回の、

休憩していただけますでしょうか。

○議長（中井 勝君） しません。

○議員（１１番 河越 忠志君） 委員会での最後の回答は、工期ありきで進める、そうい

う回答が最後の回答でした。先ほどの検討するという回答ではありませんでした。それ

でお尋ねしているということです。

○議長（中井 勝君） 同じことですよね。同じ回答ですよね。

じゃあ、最後に、同じ回答をして終わってください。

川夏生涯教育課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） 委員会の最後につきましては、先ほど回答しましたと

おり、検討するということで回答させていただいとると認識しております。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１５番、中村茂君。

○議員（１５番 中村 茂君） ちょっと二、三、予算に絡むもんでありますので、よろ

しくお願いします。

まず、３ページ、分担金及び負担金、災害復旧事業分担金ですが、分担金の件数と負

担率、説明あったかもわからんですけど、よろしくお願いします。

それから、１３ページ、畜産業費です。大きな減額があって、以前、クラスター事業

の取り組みを提唱した者としては非常に気になる部分があるんですが、この補助金、特

にこれは但馬牛クラスター協議会０９８万０００円、これの内容というか、今後こ

れについては復活できるかどうかということも含めて聞いてみたいと思います。

それから、１５ページです。リフレッシュ館管理費の部分で、設計監理委託料、工事

についてはいろんな関係の会社とかの部分で次年度に回すということ、また、財源措置

として過疎計画に盛り込むということがありました。方向としてはいい方向だという気

はするんですが、設計監理委託料の部分で、設計監理をする内容、健康風呂と言われま

した。健康風呂をどうしようかということにおいての内容を聞いてきたんです、何を、

どの部分を設計するのかという。

それから、１５ページから１６ページにかけてであります。先ほど若干質疑もあった
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とこですが、９５０万０００円の工事費の減額でありまして、国庫支出金が落ちた

とか地方債に振りかわったとかいう話があったんですが、どこの報告でしたか、リフレ

ッシュパークの前の消雪、大丈夫だよという、委員会報告でしたか、これ、あったと思

うんですが、本当にそうかどうかということを再確認と、それで、通常はこの予算費目

で工事をするもんだという気がしますから、消雪、ですから、その部分で、大丈夫だっ

たらいいんだけど、本当に大丈夫かなと。いっつも最初テストのときは出るけど、実際

雪降ったら出ないっていうような現実があって、何度も言ってきたんだけど、このこと

をちょっと改めて答弁を求めます。以上です。

○議長（中井 勝君） 松岡農林水産課長。

○農林水産課長（松岡 清和君） まず、３ページの歳入の部分の受益者の災害復旧費の

分担金の内容でございます。

まず、農業用施設につきましては、受益者負担率１０％で計上いたしております。対

象の件数が１４件でございます。農地災害につきましては、２０％の御負担ということ

で、対象件数が２４件ということで、農業用施設４００万、農地４６０万を加えまし

て８６０万ということで計上いたしております。

それから、クラスター事業の関係につきましては、産業建設常任委員会の中でも同じ

ような御意見等いただきました。繰り越しの事業ということの中で、年度内の実施がど

うなんだろうということでお話を進めていく中で、進めていってできなかったというこ

とでは後年度の補助事業に影響が出るもんですから、その辺の内容について御協議をさ

せていただく中で、とりあえず断念をしたということです。これまでからもありますけ

ども、申請段階でもう少し十分なチェックをという御意見もありました。そういったこ

とも踏まえまして、今後は事業実施ができるのかどうかという検討も申請の段階、ヒア

リングで確実に行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） １５ページのリフレッシュ館管理費の中の委託料につ

いてでございます。設計のどの部分をどのように設計するかという御質問でございます。

産建委員会の資料の中にもつけさせていただいておりますけれども、リフレッシュ館

の健康風呂の修繕につきましては、春から調整をさせていただいておりました。このた

び工事費８９０万０００円全額を落とさせていただいております。平成３１年度に

今回、天井風呂だけの工事だったものを全体の改修ということで計画を見直させていた

だくものでございます。それに伴いまして、今年度、天井だけの設計監理委託を計上し

ていたものを全体の設計ということで見直させていただいております。

なお、管理費につきましては来年度でございますので、あくまで設計業務のみという

ことで、設計業務のみの全体への見直しということで１５６万０００円を増額という

ことで上げさせていただいておるものでございますので、健康風呂、天井のみだったも

のが床、回り、全体を含めた改修の設計に移るということでございます。以上でござい
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ます。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） リフレッシュ館、前の消雪工についてでございますが、毎

年、水の出が悪いということで大変御迷惑をかけているとこでございます。ことしも点

検等いたしまして、点検では水が出たということでございます。ポンプにつきましても、

昨年交換をいたしまして、ポンプのほうは準備ができたというとこなんですが、やはり

水取り口の関係が特に期間中の落ち葉等で水の入りが悪いということがやはり原因かな

ということで感じているとこでございまして、ことしはその回数をふやして、また、大

水が出た後の取水口がどうなってるか点検をして、対策を行うということで、回数をふ

やしていきたいと考えております。１２月に入りましての初めの土日が降雪がございま

した。そのときに点検をいたしましたところ、水につきましては出ていたということで

ございます。ことしは水取り口の点検の数をふやして管理してまいりたいと思っており

ます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １５番、中村茂君。

○議員（１５番 中村 茂君） 消雪につきましては、回数ふやして対応するということ

ですから、いつも出るようによろしくお願いします。

それから、健康風呂の件であります。健康風呂全体ということあるんですが、利用者

が減っとるという部分があります。特に町外者が減っとるっていう分があるんですが、

やっぱり施設としての魅力づけが低下してるという気がします、３０年近くそのままで

すから。そういう部分では、健康風呂の中に一工夫したような、やっぱり新しい、大規

模じゃなくても、少しそういう魅力づけをあわせた内容にしてほしいなと、そのことを

要望しておきたいと思います。

それから、根本的に３０年近くたってますので配管がとっても詰まってるということ

もあったと思います、既に対処されてるかもわからんですけど。その辺を大規模投資要

りますから、その部分ではその辺の点検も忘れないようにお願いしたいなということで

あります。

それから、クラスター事業で、結局、復活はあるということで理解したらええんでし

ょうか。大枠で補助というか、そういう中に入ってるから、今回落としてもまた復活で

きると理解したらいいでしょうか。よろしく。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 魅力づけをした改修をということでございます。今現

在では、まず第一にバリアフリー化を図るということを一つの改修の内容と上げさせて

いただいております。もちろん魅力アップは必要なことでございますので、設計してい

く中でできる検討はさせていただきたいと思います。

配管についてでございます。配管にかかわらず、ほかの施設等、老朽化が伴う部分が

ございます。委員会資料の中にも書かせていただきましたけれども、大規模なものにつ
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きましては何とか補助事業を対応できないかということでの検討をさせていただきたい

と考えておりますので、館全体につきましても同様と考えてるところでございます。以

上でございます。

○議長（中井 勝君） 松岡農林水産課長。

○農林水産課長（松岡 清和君） クラスター事業につきましては、復活は可能だと考え

ております。ただ、先ほども申し上げましたとおり、十分実施計画を立てていただいて、

それが実施が可能なのかどうかという判断が当然必要になると考えております。以上で

ございます。

○議長（中井 勝君） いいですか。

お昼前ですけども、まだありますよね。ちょっと予定者は軽く手を挙げていただいて。

じゃあ、ここで昼食休憩に入ります。暫時休憩します。午後は１時から。

午前１１時５４分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） それでは、休憩を閉じて、再開をいたします。

質疑お願いします。

１３番、平澤剛太君。

○議員（１３番 平澤 剛太君） １４ページの商工費、商工総務費の職員手当等の部分で

お伺いします。時間外勤務手当の説明の中で、支所業務を移転にしたことによる増と伺

ったと思いますが、それで間違いないですか。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） その業務に伴う全体の時間外の増ということでござい

ます。

○議長（中井 勝君） １３番、平澤剛太君。

○議員（１３番 平澤 剛太君） 今回、支所の機能も含めた形の機構改革の議案が、７７

号取り下げになってしまったので、そこできっちりと議論をしたいなと思っていたんで

すけれども、内容的な部分は今後期待するといたしまして、町長がかねてから支所を強

化するということはおっしゃっていたと思うんです。しかし、一方で、あけてみると、

今年度いつの間にか支所の業務が本庁に回っていたり、人員的な部分が減っていたりと

いう中で、こういう時間外が商工費で出てくるという流れ。

それから、委員会の中でお伺いしたので余り詳しく触れませんが、停職処分にかかわ

る人件費の関係、それに伴う人的な補填に関しては、副町長の答弁だったと思いますが、

年度中は考えていないという答弁をいただいていたと思います。一体、町長は支所を合

理化したいのか、それとも機能を強化したいのか、今やっておられる中身と金の流れを

見ていると、言われていることと中身が整合性がとれないように感じるんですけども、

その点はこの数字的な部分でどうお考えでしょうか。
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○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 支所から本庁の商工観光に牧場公園、牛まつりの軸を移した背

景には、実は但馬広域からの寄附が来年度で打ち切られるという背景があります。それ

に伴って事業の見直しが必要になるということで、今の支所の体制で続けるかどうか、

いろいろ論議しました。その結果、商工観光課で新しく事業のやり方を変えていこうと

いう、その一環として今回、軸を商工観光に移したというのが背景であります。

○議長（中井 勝君） １３番、平澤剛太君。

○議員（１３番 平澤 剛太君） 具体の内容にしては取り下げられた機構改革の内容がま

た再度提案されたときにきちっと議論したいと思いますけれども、少なくとも力を入れ

るというのであれば人の部分と金の部分、その両方の配置がなければ事業は進まないわ

けですから、その点をきちっと方向性に合った形でつけていただきたい。仮に機能を強

化するのであれば当然人的な配置、予算的な配分という部分が出てきますし、合理化を

目指すということになればそういう内容になってこようかと思います。言われているこ

ととやられていることの内容が伴わないと議論ができませんので、そこの前提を見える

形にしていただきたいなと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） おっしゃることと考え方はポイントが違うと思うんです。人と

機能というのと、もう一つ、連携ということですね、本庁との連携を深めていくという

ことは本来の支所機能の充実になると、そういう視点で改革を、見直しを考えておりま

す。だから、人と機能、そういう観点ももちろんあるわけですけど、もう一つ、本庁と

の連携、太いパイプで結ぶということも考えてやっております。

○議長（中井 勝君） そのほか、質疑お願いします。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） ７ページの財務管理費、委託料のふるさとづくり寄附金

お礼品発送業務というのがあるわけですが、そもそもこの返礼品の決定をどこでしてい

るのか、そしてそういうものを決定する要綱のようなものは定められているでしょうか。

私、心配するのは、いわば、この返礼品が町長のかわりであったり町の顔であったり

する場合もあるわけですね。ですから、きちんと品質が維持されたり、本当に町として

恥ずかしくないものがそのようにきちんと発送されているかというような管理といいま

すか、目が行き届いているかどうかというようなことも含めて、どうして行っているの

かなという疑問を持っていますので、教えていただきたい。

それから、あわせて、議論があると思うんですが、やっぱりこの返礼品を目的を持っ

て使っていると言っている以上、例えば定例会ごとなり年に何回かなり、こういうふう

に使いましたという使途も委員会資料などに添付していただくということも必要ではな

いかなと思いますが、いかがですか。

それから、１４ページのリフレッシュ館の管理費です。いろいろ議論ありましたけど、
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この際、私は、全体という議論がありましたけど、本当にもうリフレッシュ館全体を今

後どうしていくのかという検討、私、合併以来ずっとそういう方向づけをきちんとすべ

きだという提起をしてきたんですが、今日までそれがなされてまいりませんでした。も

ちろん安全管理、必要な部分改修、急がれるものはあると思うんですが、あわせて、本

当に全体どうしていくのか、方向を明確にして、そして、どのように、では、改修する

のかというようなこともきちんと基本的な構想を持って進めていくべきではないかと思

うんですが、いかがですか。

それから、１８ページ、教育振興費です。町長は、もう事あるごとに海外研修につい

て、希望する全ての子供たちが参加できるように公平、平等に扱うべきだということを

繰り返し強調されてきたわけですが、現在はそういう方向に議論がなされているのか、

そのあたりはどうでしょうか。

それから、１９ページの農業用施設災害復旧費です。大規模災害で頭切りされる部分

があると思うんです。それから、逆に、小規模災害は我が町は支援をしていないという

ことになっています。だんだん第１次産業をどうして維持していくかということが、農

業も漁業も法律改正があって非常に困難になっていくと。あるいは、ＴＰＰなりＦＴＡ

なり、さまざまな外的な要因も小規模農業の経営を圧迫していくということから、我が

町の主要な産業が大変厳しい状況に陥っていくという中で、この災害復旧をできるだけ

幅広く対応して、現在の農地をしっかり維持していく、あるいは農業施設をしっかり維

持していくという方向を定めていかないと大変厳しいということになると思うんですが、

そのあたり、いかがお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） ふるさと寄附から行きましょうか、順番に。そっち。

仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） ふるさと納税の返礼品の関係でございますが、役場の中で

総務課が担当する部分、それから商工観光課が担当する部分ということで連携をしなが

らさせていただいておりまして、最初に事業者説明ということで希望する事業者を集め

て説明会を開いて、その後に業者と話をして、返礼品のどれにするかという申し出を受

けて、させていただいてるということでございますが、その辺はもし商工観光課で具体

的なものが答えれるんでしたらお願いしたいですけども、特に要綱とか、そういったも

のは定めてないと思っております。ただ、新しく追加される返礼品につきましては、決

裁を当然上げて、それで了解をとった上で返礼品の登録をさせていただいてるというこ

とでございます。

それと、もう１点の使い道の関係につきましては、去年までは例えば寄附をしていた

だいた方にこういった具体的な事業のために使わせていただきましたということで通知

はさせていただいております。そういったこともありますし、当然、御指摘のように、

委員会なり議会にも、その使途、こういったものにということは報告をさせていただく

ようにさせていただきたいと思います。
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○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 返礼品についてでございます。総務課長申し上げまし

たように、現場の直接の担当は商工観光課でさせていただいております。両方が一緒に

なりまして説明会をまずさせていただく中で、一応、基本は総務省の指導というのがご

ざいますので、返礼品の特に金額的な３割、あるいは地元の特産という大きな項目があ

ります。そういったことをわかっていただいた上で申し込みを受けておりますけれども、

そうではないようなものも当然上がってきます。それにつきましては、内容を吟味させ

ていただきまして、申込者の方と相談させていただきながら品物を最終的に検討させて

いただいて、よし悪しの判断をさせていただいております。最終的には、総務課長申し

上げましたように、庁内の決裁ということで、商工観光課の中、あるいはその後にまた

総務担当課の中ということで、全体の決裁を受けた上で最終の登録になるという過程を

踏ませていただいております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） リフ館。

岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 次に、リフ館についてでございます。町全体としての

位置づけをという御意見でございました。産建委員会の資料の中でもずっと随時お話を

させていただいておりますけれども、なかなか全体の計画というまでは上げさせていた

だいておりません。当面の安全対策をする中で、まず、対応しなければならない部分を

進めていくという現在の方針でございますけれども、今後の大規模な修繕等が続いて必

要となってくるというのは当然考えられますので、そういった位置づけも含めまして、

今後検討を進めながら並行してやっていきたいと考えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 川夏生涯教育課長。

○生涯教育課長（川夏 晴夫君） 中学生の海外研修につきましては今年度、経済的な負

担を軽減するということで、要保護・準要保護家庭につきましては、負担額の軽減を要

綱の改正を行ったところでもあります。あと、中学校の海外研修の選考に当たりまして

は、極力誰でもが応募していただける要綱にはしてきております。ただ、選考の過程で、

やはり海外に行くということで英検４級程度、一般的な中学生の英語力というところの

技術的なところを選考基準の中に、要綱の中には書いておりますが、経済的負担、また、

要綱の改正等を行って、誰でもが行っていただくようなほうに変えてきております。以

上です。

○議長（中井 勝君） 松岡農林水産課長。

○農林水産課長（松岡 清和君） 農業用の災害につきましては、公共と異なりまして受

益者負担金が必要になるということの中で、これまでからも御意見をいただいてるとこ

ろです。農地を維持していくという観点から、町としてどう向き合っていくのかという

方向づけを確かにする必要があるのかなとは考えております。

その中で、４０万以下の災害をどうするのか、限度額を超える負担に対してどう向き
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合うのか、災害の補助率、激甚災害との違いですね、そういったものについてもどう向

き合っていくのかということが課題としてあるのかなと考えております。そういう中で、

県下の残りの１１町、また、但馬管内のそういった状況をまた確認をする中で、一つの

方向性を出していきたいと現時点では考えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほかありませんか。

６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） 総務課にちょっとお尋ねをしたいんですけども、ふるさ

と納税の関係の先ほどからの答弁聞いてたら、それこそ商工観光、それから総務課とチ

ェックをかけるっていう話なんですけども、湯村温泉のお湯を今度返礼品にという話が

出て、もう既に写真で新聞等では報道されてるわけですけども、こういったことについ

てはきちっとそういう地元の財産区なり、そういったとこと話し合い持った上で返礼品

としたのかどうなのか、その点をちょっとお尋ねしたいと思います。

それと、これとの関連で、総務省が今、極めて全国のふるさと納税の関係で厳しい網

をかけようとしているわけです。こういった問題、それから最近のはやりかもわかりま

せんけども、詐欺のサイトがやっぱりあれしてるっていうのが今テレビ等でも報道され

てるわけですけども、こういったものに対する当町としての対策はどうなのか。そうい

ったところもきちっとどう対応するのかやっぱり考えなければならない問題が出てきた

わけです。そこら辺のとこ、ちょっとひとつ教えていただけますか。

○議長（中井 勝君） 仲村総務課長。

○総務課長（仲村 秀幸君） 最初の質問の温泉を配るというのの経過につきましては、

商工観光課でお答えをさせていただきたいと思います。

それと、後段の詐欺サイトの関係につきましては、近くの県におきましてもそういっ

た事例があるということで、確かに見逃せないということで、その注意喚起というのは、

本町のサイトにつきましてもホームページなんかを通じて注意喚起ということでさせて

いただくように指示をいたしたところでございます。以上、よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 岩垣商工観光課長。

○商工観光課長（岩垣 廣一君） 湯村温泉のお湯の配湯ということでの返礼品の内容で

ございます。

まず、湯財産区との調整はということで、現場の話として一応の了解といいますか、

事前相談という中で進めたというつもりではございました。しかしながら、報道がされ

まして、特にテレビ放映等がされました後で湯区の方から聞いていないという質問が出

たということの中で、そこの連絡体制が徹底していなかったということは事実でござい

ます。急遽、その後に湯財産区の全体会議という中で承認をいただいたという経過にな

っております。若干の配慮が足らなかったということはございますので、今後こういう

点につきましては十分注意していきたいと考えております。以上でございます。
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○議長（中井 勝君） そのほか。

田中副町長。

○副町長（田中 孝幸君） 先ほど総務省の返礼品３割とか地元産品に限定するというこ

とで、新聞報道では余り過度な対応については税控除の対象外にするという動きが検討

されてるということがございます。税制改正についてはまだ明らかになってございませ

んけれども、本町については、３割以内ということと地元産品ということで基本的なル

ールは守っておりますので、そういった動きについても、当然注視はしますけれども、

影響はないものと考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないですね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。

午後１時２０分休憩

午後１時２１分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、議案第８２号から議案第８９号まで

の平成３０年度特別会計及び公営企業会計８会計の補正予算につきましては、一括上程

し、質疑、討論、採決は会計ごとに行います。

・ ・

日程第９ 議案第８２号 から 日程第１６ 議案第８９号

○議長（中井 勝君） 日程第９、議案第８２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）について、日程第１０、議案第８３号、平成３０年度

新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、日程第１１、議案第８

４号、平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程

第１２、議案第８５号、平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予

算（第３号）について、日程第１３、議案第８６号、平成３０年度新温泉町温泉地区残

土処分場事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第１４、議案第８７号、平成

－４８－



３０年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第２号）について、日程第１５、議

案第８８号、平成３０年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について、日程第

１６、議案第８９号、平成３０年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第３号）

についてを一括議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第８２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）についてから議案第８９号、平成３０年度新温泉町公立浜坂病院

事業会計補正予算（第３号）についてまでにつきましては、それぞれ補正を行う必要が

生じましたので、御提案を申し上げるものであります。

内容につきまして、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よろ

しくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容につきましては休憩中に担当課長から説明を受けておりま

すので、これから質疑に入ります。

議案第８２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

について、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第８３号、平成３０年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

議案第８４号、平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありませんか。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。本案を原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第８５号、平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第

３号）について、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第８６号、平成３０年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第

３号）について、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

議案第８７号、平成３０年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第２号）につ

いて、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありませんか。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第８８号、平成３０年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について、こ

れから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第８９号、平成３０年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第３号）につ

いて、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・
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○議長（中井 勝君） お諮りいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会するこ

とに決定しました。

本日はこれで散会します。

次は、１２月１８日火曜日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まり

ください。長時間お疲れさまでした。

午後１時３０分散会
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